
ともに生き、支えあうコミュニティ

（１）啓発・交流

平成27
年度

実績 評　価 担当課

1 啓発活動

○障害のある人についての関心と理解
を深めるとともに、障害のある人が社
会、経済、文化、その他あらゆる分野の
活動に積極的に参加する意欲を高める
事業を行います。
○市内の障害者団体や障害福祉サー
ビス事業所などで組織する豊中市障害
者啓発活動委員会を設置し、共感的・
効果的な啓発のあり方検討や啓発パネ
ル展の開催などを企画し啓発活動の充
実に協働して取り組みます。
○障害のある人並びに障害者福祉に
対する理解と啓発を目的に、啓発用の
ぼりの設置や車体幕の掲示など障害者
週間（12月3日から9日）の啓発活動を
行います。
○府内自治体・障害者団体・地域団体
により構成された大阪ふれあいキャン
ペーン実行委員会に参加し、啓発関係
事業を行います。
○発達障害のある人など新たに認識さ
れてきた障害にかかる情報発信や理解
の促進に取り組みます。

イベント回数 － 2回

障害者差別解消法及び「障害を理
由とする差別の解消の推進に関す
る豊中市職員対応要領」の施行を
職員に周知する研修資料を作成
し、職員研修を13回実施し、のべ
638人が受講しました。
障害者並びに障害者福祉に対す
る理解と啓発を目的に、啓発用の
ぼりの設置や車体マグネットの掲
示など障害者週間（12月3日から9
日）の啓発活動を行いました。
豊中市障害者啓発活動委員会、
豊中精神保健福祉協議会と共催
で、統合失調症当事者を含む芸人
コンビの講演及び市内当事者・支
援者とのパネルディスカッションを
実施しました。講演会には障害当
事者のみならず、市民の参加もあ
り、当事者以外の方に対する障害
啓発に繋がりました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

情報発信
○障害のある人への市民の理解を広げ
ます。

年間掲載回数 － －

障害福祉センターにて地域との交
流を主軸にした障害福祉への理解
促進事業である「ひまわりひろば」
を月1回開催しました。
「障害を理由とする差別の解消の
推進に関する豊中市職員対応要
領」を策定しました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

情報発信

○市広報誌や市ホームページの啓発
記事、市広報番組かたらいプラザなど
での情報発信を担当課と連携しながら
積極的に行います。

市広報年間掲
載回数

－ 4回

広報誌月1回発行。全世帯と全事
業 所 に 配 布 。 年 間 発 行 部 数
2,362,850部。
市広報番組かたらいプラザを企画・
制作し、ケーブルテレビで放送。年
間番組制作数25本。

政
策
企
画
部
・

広
報
広
聴
課

3
人権研修・講演会
等

○図書館活動全般を通じて、同和問題
をはじめとした人権問題についての資
料を収集、提供するとともに、幅広い市
民が関心を持って参加し、学習のきっ
かけとなるような行事を行います。
○人権問題についての資料の収集と提
供を行います。人権講演会及び職員を
対象とした人権研修を実施します。

人権に関わる
講演会・パネ
ル展等の開催
実施回数

12回 9回

様々な催しを通じ市民と職員が共
に人権について考える機会となりま
した。
・とよなか人権まちづくり協会副理
事を講師とした一般向け人権講演
会を行いました。
・職員研修では「障害者差別解消
法について」の研修を実施しまし
た。

教
育
委
員
会
事
務
局
・

読
書
振
興
課

4 市主催研修

○各職階や経験年数など、職場、業務
に応じて果たすべき役割や行政課題を
理解し、人権尊重の視点を基本としな
がら、めざすべき姿勢、行動をとってい
けるよう、必要な意欲・能力の向上を図
ります。
○新規採用職員研修、新任課長職員
研修などの階層別研修や課題別研修、
職場における人権研修の推進に向けた
研修などを実施します。

受講率 37% 37%

階層別研修や職場における人権
研修の実施を通じて人権感覚を磨
くとともに、人権尊重の視点で職務
に臨む姿勢や行動に必要な意欲・
能力の向上に取り組みました。
また、障害福祉課との共催で、「障
害者差別解消法」及び「豊中市職
員対応要領」についての研修を実
施し、法の主旨と、障害者への合
理的配慮について理解を深めまし
た。

総
務
部
・
人
事
課

2

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標
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平成27
年度

実績 評　価 担当課

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

出前講座を通じた
障害者理解の促進

○身体障害、知的障害、発達障害など
に関する市民の理解を広げます。

開催回数 － 20回

職員が障害者の理解と支援や制
度について講座をすることにより、
市民の理解を深めることにつながり
ました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

出前講座を通じた
障害者理解の促進

○市民からの要請に応じ、身体障害、
知的障害、発達障害、精神障害に関す
る出前講座を行います。

身体障害、知
的障害、発達
障害、精神障
害に関する講
座実施件数

－ 17件

年間講座実施件数156件、参加者
数4,853人。うち、身体障害、知的
障害、発達障害、精神障害に関す
る講座17件。

政
策
企
画
部
・

広
報
広
聴
課

6 公民館講座

○市民を対象に、人権、環境、子育て、
まちづくりなど、現代的課題や地域課題
に関する学習の機会を提供し、地域の
教育力の向上と住みよい地域社会づく
りに貢献します。
○中央、蛍池、庄内、千里の各公民館
で実施します。

①開催回数
②参加者満足
度

①350回
②80％

①303回
②96％

現代的課題、生活課題、地域課題
に対応する講座を実施し、生涯学
習の広がりに寄与しました。

教
育
委
員
会
・

中
央
公
民
館

（２）地域福祉・緊急時の支援

平成27
年度

実績 評　価 担当課

7
地域福祉ネットワー
ク会議

○要援護者の早期発見から支援につ
なげるライフセーフティネットの構築を図
ることを目的とします。
○7つの生活圏域ごとに開催している地
域福祉ネットワーク会議は、地域住民や
事業者、行政が参加しコミュニティソー
シャルワーカーがキャッチした新たな地
域課題の共有や検討を行うことで地域
ぐるみで課題意識を高めています。
○また、福祉なんでも相談窓口のバック
アップやライフセーフティネット総合調
整会議に情報提供を行うなど地域福祉
を推進する中核的役割を担っていま
す。

参加者数 991人 1,229人

地域福祉ネットワーク会議を計14
回開催。多様な団体の参画を目指
し、中間支援組織に参加呼びかけ
を行いました。

健
康
福
祉
部
・
地
域
福
祉
課

8 福祉なんでも相談

○小学校区単位に地域の身近な相談
窓口として設置し、市の研修を修了した
校区福祉委員や民生・児童委員が相談
員として対応しています。窓口で解決が
難しい相談はコミュニティソーシャル
ワーカーが一緒に相談に応じていま
す。

相談件数 － 537件

安心・安全なまちづくりの推進を図
るため、福祉なんでも相談窓口の
委託を行い、住民の身近な相談窓
口への支援を行いました。

健
康
福
祉
部
・

地
域
福
祉
課

9
安否確認ホットライ
ン連絡窓口

○孤独死や孤立死の防止に向けて
セーフティネットの充実をめざし、情報
の適切な把握や事例の早期発見・早期
援助、二次被害などを未然に防止する
ことを目的とします。
○地域住民や団体から、ひとり暮らし高
齢者や障害のある人などの安否確認を
要する連絡が入った際に、庁内横断的
な対応により安否確認を行います。

通報件数 － 99件
地域社会のつながりが一層希薄化
する中で、孤立化に対する重層的
な取り組みが進みました。

健
康
福
祉
部
・

地
域
福
祉
課

5

№ 事業名

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

事業の目的及び内容 指標
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平成27
年度

実績 評　価 担当課

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

認知症高齢者・障
害者徘徊ＳＯＳメー
ル

○徘徊の危険性のある人の安全を確保
します。
○捜索に協力してもらえる人を名簿に
登録し、徘徊者の捜索願が出た際に徘
徊者の特徴などを名簿登録者にメール
送信します。

障害福祉課情
報発信件数

－ 1件
地域の登録者にメールを配信する
ことにより、徘徊者の早期発見につ
なげることができました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

認知症高齢者・障
害者徘徊ＳＯＳメー
ル

○徘徊の危険性のある人を早期に発見
し、安全を確保します。
○捜索に協力してもらえる人を名簿に
登録し、徘徊者の捜索願が出た際に徘
徊者の特徴などを名簿登録者にメール
送信します。

－ － －
ＳＯＳメールへの協力者を募るとと
もに、要請に応じて、徘徊ＳＯＳメー
ルを発信しました。

健
康
福
祉
部
・

地
域
福
祉
課

11
緊急通報システム事
業

○緊急通報装置を活用し、ひとり暮らし
の重度身体障害のある人の緊急事態
に対応することにより、生活の不安の軽
減を図るとともに、協力員をはじめとする
地域住民の理解と協力のもと、在宅福
祉を促進します。

設置台数 40台 29台

緊急通報装置を活用し、ひとり暮ら
しの重度身体障害者の緊急事態
に対応することにより、生活の不安
の軽減を図るとともに、協力員をは
じめとする地域住民の理解と協力
のもと、在宅福祉を増進しました。
また今年度は、ひとり暮らしの希望
者に対して、利用者の動きを検知
する人感センサーの機能を追加し
ました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

12
ひと声ふれあい収
集事業

○高齢者及び障害のある人の在宅生
活を支援するため、ごみ集積場所まで
持ち出せない世帯の戸別収集を行い、
合わせてひと声をかけることで安否の確
認も行います。

ひと声ふれあ
い収集実績件
数

－ 307件

市民・事業者・関係機関、団体に
対し積極的な周知活動を展開しま
した。情報の拡散により利用者増
へと繋がりました。またふれあい収
集車両全車にAEDを搭載し、職員
に対し年3回の普通救命講習会を
実施し、利用者や地域の安心・安
全を確保するセーフティネットの構
築に向けた取り組みを図りました。

環
境
部
・
中
部
事
業
所

13
安全なまちづくりの
推進

○地域の安全は地域で守るという意識
を醸成し、市民が安心・安全に暮らせる
ことができる社会を実現するための活動
支援を行います。

青色回転灯パ
トロールカー
活動団体数

15団体 11団体

「安心、安全なまち豊中」を目指し、
市、警察、事業者、市民及び地域
ボランティアなどの関係機関・団体
が連携を強化し、定期的に情報交
換を行うことで、地域に根差した積
極的かつ総合的な防犯活動が継
続実施できました。
平成25年度から開始した環境部に
よる青色回転灯パトロールカーの
見守り活動も軌道に乗り、行政と地
域の共同による見守り体制の強化
ができました。

危
機
管
理
課

14 防犯協議会の支援

○犯罪のない明るい社会の実現をめざ
し、市民の防犯意識の高揚、防犯施策
の研究・実施を行うなど、民間防犯の発
展に貢献している団体の事業実施を推
進し、支援することを目的とします。

防犯委員数 － 4,989名

防犯協議会への補助を継続的に
実施し、市・警察・市民が一体と
なって、地道な見守り活動や周知
活動を継続的に行うことで、地域防
犯活動への参加者の拡充や活動
の多様化が進むなど一定の成果が
得られました。

危
機
管
理
課

15
危機管理対応の充
実

○あらゆる危機事態に備え、統一的な
組織体制のあり方、全庁的な対応方針
の基本ルールなど、市における危機管
理の基本的な枠組みを示し、危機管理
対策にかかる総合的な推進を図ること
を目的とします。

危機管理対策
推進会議開催

15回 1回
地域防災計画及び危機管理対応
方針の改正にあたり、推進会議を
開催しました。

危
機
管
理
課

10
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平成27
年度

実績 評　価 担当課

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

16 水害対策の充実

○災害情報や避難勧告の伝達体制の
検討、洪水ハザードマップの作成・周知
など避難勧告が行われた場合、市民が
迅速かつ適切な避難が行えるよう体制
を整えます。

風水害対策に
関する出前講
座の数

50回 12回

台風や局地的集中豪雨に備え、出
前講座や浸水ハザードマップなど
により水害に関する啓発活動を積
極的に実施しました。また、緊急速
報メールの送信や防災サイレンの
吹鳴試験を実施、情報伝達手段の
周知を図るとともに、緊急時に迅速
に対応できるよう情報伝達体制や
手順の再確認を行いました。

危
機
管
理
課

17 防災訓練

○広域訓練や全庁的・部局ごとでの各
種訓練・研修を継続的に行い、地域防
災計画に基づく災害対応業務の習熟
や連携体制の強化を図り、各種災害や
危機事象に対する全庁的な対応能力
の向上をめざします。

各種庁内訓
練・研修の企
画・実施

25回 4回

豊能地区3市2町合同防災訓練、
避難所開設訓練などの全庁的な
訓練を実施し、災害対応の確認と
スキルアップを図ることができまし
た。また、市職員を対象とした講義
やワークショップの実施により、各
課の通常業務と災害時の分担業
務のつながりや、防災視点での考
え方を伝えることができました。

危
機
管
理
課

18
自主防災活動の充
実・強化

○災害時における被害を最小限にする
ため、防災に関する講座やセミナー、パ
ネル展示、広報誌などの啓発事業を通
じて市民の防災意識を向上させ、活動
を活発にし、地域での連携力や結束力
を高め被害を軽減するための活動の推
進、支援を行います。
○自主防災組織の育成に努め、地域
の災害対応力の充実・強化を支援しま
す。また、地域の自主防災リーダーなど
の人材育成のため、「防災まちづくり講
座」を実施するほか、自主防災活動の
環境整備を行います。

自主防災組織
の組織率

80% 79.80%

平成27年度には、本市の活動補助
金を活用して、新たに2校区が小学
校区をベースとした自主防災活動
を開始、校区内の諸団体連携によ
る防災体制が構築され、訓練や各
種イベントでの啓発活動により、防
災意識の向上が図られました。ま
た、校区単位で防災活動を行う19
校区の団体を集めた連絡会議を実
施、地域ごとの防災活動に関する
意見を交換しました。

危
機
管
理
課

19
備蓄物資整備・管
理事業

○災害発生時に、市域内の被災者を対
象に食料や救援物資などを迅速に支
給するため、計画的に備蓄を行いま
す。
○また救援物資を保管する備蓄倉庫
は、熊野田公園内にある中央防災倉庫
を除いて小学校の余裕教室を利用して
いますが、児童の増加や耐震化による
建て替え、補強工事などにより、配置場
所の変更などが必要となることから、備
蓄物の点検、廃棄を含めた備蓄倉庫の
配置計画を作成し、計画的に食料や生
活必需品などの備蓄を行います。

- - －

備蓄物資の適正管理を行いなが
ら、計画的に入替を実施しました。
また、備蓄物資に関する府の想定
が修正されたことをうけて、備蓄物
資に関する検討を開始しました。

危
機
管
理
課

災害時要援護者安
否確認事業

○災害発生時に自力避難が困難と考
えられる在宅の要援護者の安否確認を
迅速に実施するため行うものです。

登録者数 － 4,989名

登録者の拡充を図るため、地域に
おける支援者の様々な活動や広報
誌などで幅広く周知活動を行うとと
もに、地域の支援者が定期的かつ
継続的に訓練を実施し、登録者と
の関係構築を進めました。
また、災害対策基本法の改正に伴
う避難行動要支援者支援対策につ
いては、安否確認事業に代わる新
しい事業を実施するための「避難
行動要支援者避難支援プラン（全
体計画）」を作成、計画に基づいて
事業を設計し、事業実施に向けた
庁内体制の整備と調整を進めまし
た。

危
機
管
理
課

20
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平成27
年度

実績 評　価 担当課

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

災害時要援護者安
否確認事業

○自力または同居者の協力のみでは
災害発生時の避難が困難と考えられる
在宅の要援護者のうち、希望する人を
あらかじめ登録し災害発生時にはその
リストに基づき民生委員、校区福祉委員
の協力を得て安否確認を行い、適切な
支援を行います。

－ － －

引き続き、関係課にて安否確認登
録希望の受付を行うとともに、災害
対策基本法改正に対応するため、
避難誘導も含めた登録名簿作成に
向けて関係課と準備を進めました。

健
康
福
祉
部
・

地
域
福
祉
課

災害時要援護者安
否確認事業

○自力または同居者の協力のみでは
災害発生時の避難が困難と考えられる
在宅の要援護者のうち、希望する人を
あらかじめ登録した名簿を作成し、災害
発生時には、民生委員や校区福祉委
員等の協力のもと、名簿に基づいた安
否確認を行い、適切な支援を行いま
す。なお平常時には、校区ごとの実地
訓練を行います。

登録者数 1,900人

1,704人
（平成27年
12月31日段

階）

災害発生時、自力または同居者の
協力のみでは避難が困難と考えら
れる在宅の要援護者のため、災害
時に安否確認及び適切な支援を
行うための名簿登録の体制を整
え、引き続き要援護者の登録を行
いました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

災害時要援護者安
否確認事業

○災害発生時に自力避難が困難と考
えられる在宅の要援護者の安否確認を
迅速に実施するため行うものです。

登録人数 5,000人
5,081人

（H28.4.1現
在）

災害発生時、自力または同居者の
協力のみでは避難が困難と考えら
れる在宅の要援護者に、災害時に
安否確認及び適切な支援を行うた
めの名簿登録の体制を整え、引き
続き登録を行いました。

健
康
福
祉
部
・

高
齢
者
支
援
課

災害時要援護者安
否確認事業

○災害発生時に自力避難が困難と考
えられる在宅の要援護者の安否確認を
迅速に実施するため行うものです。

実施率 100% 100%

災害発生時に自力避難が困難と
考えられる在宅の要援護者の安否
確認を消防隊（救急隊・救助隊等）
を迅速に現場に出場させ、安否確
認を行うと共に、要援護者が負傷
（病気・怪我等）があれば適切な医
療機関に搬送しています。

消
防
局
・

指
令
情
報
課

21 避難関連事業

○災害時に避難などの支援を必要とす
る人に対し、事前に支援対象者の範囲
や避難準備情報の発令・伝達・支援体
制などを定めた避難支援プラン（全体
計画）を策定するとともに、個々に応じ
た支援体制の検討を進めていくことによ
り、被害を軽減します。
○また、災害発生時の円滑かつ迅速な
避難所開設を目的とし、避難所開設に
ついての協力体制の確立、避難所開設
要員の訓練、開設後の運用について定
めたマニュアルを作成します。
○援護を必要とし、避難所での生活が
困難な高齢者や障害のある人、主たる
介護者（家族など）を受け入れる二次的
避難所の確保に努めます。

①避難所開設
訓練実施回数
②訓練参加者
数

①1回
②187名

①1回
②204名

災害発生時における拠点避難所
の開設に関する実効性を高めるた
め、市職員及び地域の避難所開設
ボランティアによる避難所開設訓練
を実施し、避難所開設業務に関す
る知識習得と作業フローの確認を
行いました。また、地域住民が主体
となった避難所開設・運用を目指
し、避難所関連の訓練実施やワー
クショップの実施を支援しました。

危
機
管
理
課

22
災害発生時におけ
る福祉相談窓口の
設置・巡回相談等

○災害発生時における高齢者や障害
のある人などに対する援護体制の確立
と、特に支援を要する人への個々に応
じた対応に努めるとともに、相談窓口を
開設します。
○避難所を定期的に巡回し、保健・福
祉に関する相談窓口の開設を行い、避
難所周辺の市民も含め、広く相談対応
に応じるとともに、地域の保健・福祉
ニーズの把握に努めます。

避難所開設訓
練

－ －
避難行動要支援者名簿の作成に
向けて、各課と調整を行いました。

健
康
福
祉
部
・
高
齢
者
支
援

課

、
障
害
福
祉
課

20
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平成27
年度

実績 評　価 担当課

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

23
消防一声訪問（警
防課）

○地域に密着した消防業務として、災
害時要支援者を対象に、定期的に一声
訪問を実施し、災害時における迅速な
避難と救出体制の強化を図ります。

実施率 100% 100%

一声訪問実施時に避難方法等の
把握や日常の防火指導、更には住
宅用火災警報器に関する悪質訪
問販売への注意喚起を促すことに
より、災害時要支援者対策の強化
が図れました。
また、前年度までに同意を得られ
なった方に対し、事業の趣旨を紹
介した案内を個別に投函したとこ
ろ、1名の方から同意を得ることが
できました。

消
防
局
・
警
防
課

一人ひとりが輝くための自立と社会参加
（１）療育・教育

平成27
年度

実績 評　価 担当課

24
公立こども園施設運
営

○子どもの実態を把握し、一人ひとりの
状況に応じた配慮を行う中で、集団保
育を通して、お互いに認めあい、支え
あって豊かに生きる「共に育つ」を基本
とした障害児保育を行うことを目的に研
修会を開催したり、保育観察を実施し保
護者の相談を受け、保育内容、かかわ
りの見直しを図り取り組みを進めます。
・障害児の優先入園

延べ保育利用
者数

1,200人

こ
ど
も
未
来
部
・

こ
ど
も
事
業
課

25
公立子ども園施設
運営

○集団保育の中で、子ども一人ひとりの
実態を把握し、状況に応じた配慮を行
いながら障害児教育を行うために、園
内での話しあいをもったり、研究会を実
施したりし、個々へのかかわりについて
考察し取り組みを進めます。
・障害児の優先入園

在籍園児数 100人

こ
ど
も
未
来
部
・

こ
ど
も
事
業
課

26
幼保小連携推進事
業

○就学にあたり、滑らかな接続を図るた
めに、就学前教育と小学校教育の連携
を密にし、配慮を要する子どもなどの引
き継ぎも行います。
・幼保小連絡協議会

延べ参加者数 550人 618人

各校区で情報共有やグループワー
クを行い、連携交流を深めることが
できた。また、研修を行い連携のあ
り方について、知識を深めることが
できました。

こ
ど
も
未
来
部
・

こ
ど
も
事
業
課

27
公立こども園子育て
支援事業

○子育ち・子育て支援講座
・幼児教育の重要性を伝えるため、子
育て中の親を対象に育児講座、親子遊
び講座などを実施します。
・幼児教育の重要性を伝えるため、子
育て中の親を対象にリトミック、親子体
操などの講座などを実施します。
○育児相談、就学前相談
・育児不安の解消や小学校教育との滑
らかな連携を図るため、専門家による子
育て中の悩み、就学に向けた相談など
を実施します。
・専門家（臨床心理士・元小学校長な
ど）が子育て中の悩み、就学に向けた
相談などに応じます。

延べ参加者数 2,300人 2,391人

昨年度と同様、『子育ち・子育て支
援講座」では、運動遊び、制作など
年齢に見合った様々な内容に取り
組み、特に運動遊びでは保護者も
リフレッシュしながらの親子で楽し
むことができました。

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も
事
業
課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

236人
（在籍園児

数）

公立こども園２６園になり、「共に育
つ」を基本とした教育・保育内容を
継続し、研修会を催したり、保育観
察を行うなどお互い認め合い支え
あって豊かに生きる障害児保育を
行いました。
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平成27
年度

実績 評　価 担当課

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

28
私立幼稚園振興助
成金

○豊中市の私立幼稚園教育の振興と
保護者の負担軽減を図ります。
1．私立幼稚園振興財団の実施する幼
児教育の向上のための事業補助を行
います。
①特色ある幼稚園教育　②尿・ぎょう虫
検査
③教職員研修　④園児診察料　⑤連合
会事業
2．各私立幼稚園が実施する幼児教育
の充実及び子育て支援のための事業
補助を行います。
「地域に開かれた幼稚園づくり事業」
3．各私立幼稚園で障害のある幼児を
受け入れのためにかかる費用の補助を
行います。
「障害児保育助成金」

補助対象園数 21園 22園
各私立幼稚園が実施する幼児教
育の向上のために、研修や安全衛
生に係る事業補助を行いました。

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も
事
業
課

29
放課後こどもクラブ
運営

○放課後、帰宅しても保護者が仕事な
どで家庭に不在の市立小学校1年生～
3年生（支援学級在籍児童、本市に居
住する支援学校在籍児童は6年生）ま
での児童に、遊びや学習などを通じて
自主的かつ自発的な生活態度や習慣
を養うために必要な保護、指導を行い、
児童の健全育成を図ります。

入会児童数 3,000人 3,243人

国立・私立小学校等に通う市内に
居住する小学校4年生までの児童
の受入れを継続して行いました。ま
た、19時までの時間延長や月1回
（4月と8月は除く）土曜日開設を継
続して行いました。

こ
ど
も
未
来
部
・

こ
ど
も
事
業
課

30
障害児等療育支援
事業

○在宅の重症心身障害のある人、知的
障害のある人、身体障害のある児童の
地域における生活を支えるため、身近
な地域で療育指導・相談などが受けら
れる療育機能の充実を図ることにより障
害のある人の福祉の向上を図ります。
①在宅重症心身障害児（者）訪問支援
事業
②在宅障害児訪問支援事業
③障害児外来相談支援事業
④施設支援指導事業
⑤専門集団療育事業

療育支援回数 1,700回 1,418回

学校・幼稚園・保育所への療育指
導・相談を通して連携を図りながら
障害児等の福祉の向上を図りまし
た。
また、こども未来部へのスムーズな
移行のために各機関との連携を図
りました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

31 療育クリニック

○身体障害や小児慢性特定疾病、高
度医療などの児童に対して医師や心理
士による相談と必要な療育指導を行うこ
とで、その家族が不安の解消や孤立の
解消、障害の受容を目的とします。
○概ね就学前の小児慢性特定疾病、
身体障害のある児童の疾病や治療、療
育、日常生活などについて必要時に医
師や心理相談員が相談に応じます。

受診者延べ件
数

120人 66人

身体障害や小児慢性特定疾病、
高度医療などの児童に対して医師
や心理士による相談と必要な療育
指導をを行うことで、その家族が不
安の解消や孤独の解消、障害の受
容を図ることができました。

健
康
福
祉
部
・
保
健
所
・

健
康
増
進
課

32 障害児等支援事業

○身体障害や小児慢性特定疾病、高
度医療などの児童とその家族に教育事
業を実施し、不安の解消や理解を深め
る機会とします。
○療育施設などに所属していない就学
前の身体障害のある児童や小児慢性
特定疾病などの長期療養児童とその保
護者に対して就学に向けての情報の提
供と保護者同士の交流などを行いま
す。

受診者延べ件
数

110件 79件

就学前の身体障害のある児童や小
児慢性特定疾病などの長期療養
児童とその保護者に対して就学に
向けての情報の共有と保護者同士
の交流などを行いました。またぴよ
くらぶの内容等を変更し、2回/年
実施しました。

健
康
福
祉
部
・
保
健
所
・

健
康
増
進
課
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平成27
年度

実績 評　価 担当課

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

33
小児慢性特定疾病
児・身体障害児の相
談事業

○身体障害や小児慢性特定疾病、高
度医療などの児童とその家族を対象に
相談・指導の事業を実施し、その家族
の不安の解消を図り、安心して子育て
できることを目的とします。
○小児慢性特定疾病、身体障害のある
児童の疾患や治療、療育、日常生活な
どについて相談に応じます。

面接・電話相
談延べ件数

900件 533件

身体障害や小児慢性特定疾病、
高度医療などの児童とその家族を
対象に相談・指導の事業を実施
し、その家族の不安の解消を図り、
安心して子育て出来るように支援し
ました。

健
康
福
祉
部
・
保
健
所
・

健
康
増
進
課

34
慢性疾患児在宅支
援事業

○身体障害や小児慢性特定疾病、高
度医療などの児童とその家族に対して
訪問することにより、家庭の状況と障害
の状況に合わせた必要な保健指導を
行うことで、障害受容や在宅での生活
の不安や孤立の解消などを目的としま
す。
○概ね就学前の小児慢性特定疾病、
身体障害のある児童の日常生活などに
ついて必要時に作業療法士や言語療
法士などが訪問し家庭の状況に合わせ
て相談に応じます。

作業療法士や
言語療法士等
の訪問延べ件
数

40件 14件

作業療法士・言語療法士・臨床心
理士が家庭訪問することで、家庭
の状況や障害の状況に合わせた
専門的な保健指導が行えました、
家族の不安の軽減も行えました。ま
た、他機関へのつなぎが行えまし
た。

健
康
福
祉
部
・
保
健
所
・

健
康
増
進
課

35
児童発達支援事業
スマイル

○知的発達または精神発達に何らかの
課題がある児童に対して、集団生活へ
の適応を促すための支援を行います。
・個別療育　・療育相談　・保護者研修

契約園児数 30人 30人

個別療育を日々の生活や集団生
活に繋げるよう全利用児童の所属
園を訪問しました。
また、課題に合わせた複数の小グ
ループを編成しグループワークを
すすめました。

こ
ど
も
未
来
部
・

こ
ど
も
相
談
課

36
児童発達支援事業
くれよん親子教室

○知的発達または精神発達に何らかの
課題がある児童に対して、集団生活へ
の適応を促すための支援を行います。
・個別療育　・療育相談　・保護者研修

利用延べ人数 3,800人 2,970人

親子遊びを通じて、保護者の子ど
もへの関わりが少しずつ変わり、子
ども理解に繋がりました。
また、利用希望の親子が多く、クラ
ス編成や療育内容を工夫しながら
すすめていきました。

こ
ど
も
未
来
部
・

こ
ど
も
相
談
課

37
放課後等デイサー
ビス

○学校通学中の障害のある児童に対し
て、放課後や夏休みなどの長期休暇中
において生活能力向上のための訓練
などを継続的に提供することにより、学
校教育と相まって障害のある児童の自
立を促進するとともに、放課後などの居
場所を提供します。
○多様なメニューを設け、本人の希望
をふまえたサービスを提供します。ま
た、学校との連携・協働により支援を行
います。
①自立した日常生活を営むために必要
な訓練
②創作的活動、作業活動
③地域交流の機会の提供
④余暇の提供
※対象：学校教育法上に規定する学校
（幼稚園、大学を除く）に就学している
障害を有する児童・生徒

利用人数 6,529件 6,578件

・利用者の増加
・通所支援事業所への巡回（子ども
や活動の様子を確認）
・通所支援連絡会議での情報提供
・障害児相談支援の利用促進
・通所支援事業所の情報収集
・市ＨＰに掲載の通所支援事業所
一覧を見直し

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も
相
談
課

38 保育所等訪問支援

○保育所などに通う障害のある児童に
対し、その施設を訪問し、その施設にお
ける障害のない児童との集団生活への
適用のための専門的な支援などを行い
ます。

利用件数 50件 39件

従前から実施している他市の民間
事業所に加え、27年度からあゆみ
学園及びしいの実学園でも開始し
ました。
円滑な事業実施に向け、公民の学
校園に事前説明を行い周知を行い
ました。

こ
ど
も
未
来
部
・

こ
ど
も
相
談
課
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39
あゆみ学園施設運
営

○成長発達に何らかの課題を持つ、就
学前の乳幼児に、それぞれの育ちに応
じた保育・療育・援助を行います。

契約園児数 70人 52人

療育の質の向上をめざして、園内
研修を工夫したり、専門職が連携
を図り、子ども支援、保護者支援を
しました。

こ
ど
も
未
来
部
・

こ
ど
も
相
談
課

40
しいの実学園施設
運営

○主に身体に障害のある就学前の乳
幼児に対して、訓練・保育などを行い、
基本的な生活能力などを養います。

①契約園児数
②外来訓練者
数

①35人
②225人

①32人
（3月末）
②224人/

月

園での生活だけでなく、家庭や地
域での日々の生活の中で、子ども
たちが生き生きと過ごせるよう、多
職種の職員がそれぞれの専門性を
生かして支援を行いました。

こ
ど
も
未
来
部
・

こ
ど
も
相
談
課

41 保育
○身体に障害のある子どもたちが地域
や社会でのびのびと生活できるように支
援します。

契約園児数 35人 32人

身体に障害があっても人とのふれ
あいの中で様々に工夫した保育を
受けることにより、経験を広げ、普
段の生活をいきいきと過ごすことが
できるようにしました。

こ
ど
も
未
来
部
・

こ
ど
も
相
談
課

42 診察・看護・訓練

○園児の健康管理、外来訓練利用者
の健康管理、子どもたちが地域や社会
でのびのびと生活できるように支援しま
す。また、利用者の生活の質の向上を
支援します。
・医療管理、看護業務、医療型児童発
達支援センター（しいの実学園）の訓練
（就学前の身体障害のある子ども）及び
外来訓練（身体障害のある人）

①契約園児数
②外来訓練者
数

①35人
②225人

①32人
（3月末）
②224人/

月

管理医師等の指導のもと、通園児
及び外来児が機能訓練を受けるこ
とにより、個々の持てる力を最大限
に発揮し、地域の中でいきいきとし
た生活ができるようにしました。

こ
ど
も
未
来
部
・

こ
ど
も
相
談
課

43
支援学級管理運営
事業

○障害児教育の充実・推進と支援学級
に在籍する児童生徒が安全・安心に学
校生活を豊かに送ることをめざします。
・支援学級の設置及び指導・相談に関
すること。
・障害児教育関連会議などの実施。
・他部局との連携による生涯を通した支
援の在り方の検討。

支援学級数 230学級 257学級

支援学級に在籍する児童生徒が、
より安心・安全に学校生活が送れ
るような取り組みを進めることができ
ました。
昭和53年策定の「豊中市障害児教
育基本方針」を、新たな時代にお
ける豊中市としてのインクルーシブ
教育を実現するため、「豊中市障
害児教育基本方針（改定版）」とし
て改定することができました。

教
育
委
員
会
事
務
局
・

児
童
生
徒
課

44 学校園支援事業

○豊中市立学校園における園児・児
童・生徒のうち配慮が必要な子どもへの
支援を行います。
○また、豊中市立学校園教職員を中心
として関係部局職員の意識及び専門性
の向上と市民への啓発をめざします。
・巡回相談の実施、子ども支援員による
支援など
・備品、消耗品の購入・貸与・修理
・障害児教育研修の実施

巡回相談実施
校園数

66校 64校
支援が必要な子どもたちへの教育
環境の整備や適切な支援のあり方
を進めることができました。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
児

童
生
徒
課

45 支援職員配置事業

○支援学級に在籍する児童生徒が安
全・安心に学校生活を豊かに送ることを
めざし、豊中市立小中学校における支
援学級へ生活介助及び学習補助として
介助員を派遣します。

介助員配置数 59人 59人
支援学級在籍児童生徒へ、適切な
支援のあり方を進めることができま
した。

教
育
委
員
会
事
務
局
・

児
童
生
徒
課
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46 支援職員配置事業

○支援学級に在籍する児童生徒が安
全・安心に学校生活を豊かに送ることを
めざします。
○豊中市立小中学校における支援学
級に在籍する児童生徒のうち、日常的
に医療的ケアを必要とする児童生徒の
いる学校へ、必要なときに看護師を派
遣し、必要な医療的ケアを実施します。

看護師数 36人 19人
支援学級在籍児童生徒へ、適切な
支援のあり方を進めることができま
した。

教
育
委
員
会
事
務
局
・

児
童
生
徒
課

47
エレベーター設置
事業

○車いすなどを使用する児童生徒が安
全で容易に移動できることにより充実し
た学校生活が送れるよう、各小中学校
にエレベーターを設置します。

設置校数
年次計画
的に実施

5校

克明小学校・中豊島小学校・庄内
小学校・東泉丘小学校・第七中学
校について工事を実施しました。
また、千成小学校・東丘小学校・第
八中学校について設計を実施しま
した。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
教

育
総
務
課

48 トイレ改修事業

○子どもたちにとって、清潔で使いやす
い環境に整備します。
○学校施設の老朽化対策の観点から
総合的に改修します。

改修校数
年次計画
的に実施

2校

北条小学校・第十三中学校につい
て工事を実施しました。
また、中豊島小学校・第二中学校
について設計を実施しました。

教
育
委
員
会
事
務

局
・

教
育
総
務
課

49

小学校特別支援教
育就学奨励、中学
校特別支援教育就
学奨励

○支援学級に在籍する児童・生徒の保
護者の就学に要する経費の負担を軽
減するため、その経費の一部を補助す
ることを通じ、就学奨励を図ります。

認定児童生徒
数

－ 286人
前年度同様、保護者の経済的負
担を軽減し、特別支援教育の普及
奨励が図られました。

教
育
委
員
会
事
務

局
・
学
校
教
育
課

50
子どもをとりまく読書
環境整備の取り組
み

○地域社会の課題を共有し、「協働と
パートナーシップに基づくまちづくり」に
取り組む観点から、図書館に求められる
役割を追求し、地域社会の課題解決と
向上をめざします。
○地域の文化創造に積極的に参画し、
コミュニティを活性化するため、市民と
協働し、さまざまな事業に取り組みま
す。
○豊中市子ども読書活動推進計画に
基づいて市民、事業者、関係部局、関
係機関と連携し、市内のすべての子ど
もが本と出会い読書を楽しむことができ
るよう、読書環境を整え、子どもの読書
を支える活動を推進します。

障害者施設支
援学級への貸
出冊数

10,000冊 10,444冊

市民や他部局との協働・連携につ
いて継続して実施することにより、
相互の理解が進み、取り組みが定
着しました。
毎年講師を依頼して実施していた
支援学校へのおはなし会に新たに
おはなしボランティアが加わるな
ど、子どもをとりまく読書環境の整
備が進んでいます。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
読
書
振
興
課
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51 ブックスタート事業

○乳幼児期からの本との出会いを支援
するため、4か月児健診を受診するすべ
ての赤ちゃんを対象に、どの家庭でも
すぐに絵本を開いて赤ちゃんと保護者
が楽しい時間を持てるきっかけをつくり
ます。
○「えほんはじめまして」事業を発展拡
充し、4か月児健診時にすべての乳児
に絵本を手渡すブックスタート事業とし
て実施します。
○近隣の図書館や子ども文庫、動く図
書館のステーションなどの利用方法をご
案内するとともに、一人ひとりの親子に
絵本を読み聞かせし、その場で絵本を
手渡します。

4か月児健診
対象乳児に対
するブックス
タートパック手
渡し率

100%

101.9%
＊手渡し数
／健診受診
者数（案内
送付数）だ
が、転入者
の増加によ
り、案内送
付数よりも
多く受診し
たため、

100％を超
えた。

4ヶ月児健康診査において、図書
館を含む地域で子育て支援を行っ
ていることをPRしています。4か月
児健康診査全会場では、点字、デ
イジー、テープの3種類の案内を準
備し、視覚障害や弱視の方が受診
したときに配布する他、プレゼント
する絵本に点字を付ける対応等、
課題を意識しつつ、事業を実施し
ており、このような取り組みがＮＰＯ
ブックスタートの機関紙に掲載され
ました。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
読
書
振
興
課

（２）雇用・就労

平成27
年度

実績 評　価 担当課

52 地域就労支援事業

○障害のある人、母子家庭の母親、中
高年齢者などの就労困難者に対する相
談をはじめ、各種講座の実施や紹介、
求人情報の提供などを行います。
(1)就労相談と個別就労支援メニューの
作成を実施します。
(2)地域就労活性化事業：就労実現に
向けた、能力向上や資格取得のための
講座や、職場体験・職場見学、求人情
報の提供・紹介（豊中市無料職業紹介
所を併設し実施）などを実施します。
(3)広域推進事業：近隣市などと共同で
実施する講座、就職面接会、就職フェ
アなどを行います。
(4)地域就労支援事業推進会議及び地
域就労支援事業個別ケース検討会議
の開催を行います。

相談者数 7,000人 6,104人

生活困窮者自立支援事業を実施
し、関係部署と連携して、就労支援
を中心とした生活困窮者の自立促
進支援を行いました。

市
民
協
働
部
・
く
ら
し
支
援
課

53 無料職業紹介事業

○市内外の事業所の求人獲得、求職
者の求人事業所への紹介、各種面接
会、面接対策講座などを実施していま
す。

就職件数 210件 70件
求人開拓チームによる新規企業の
開拓を行い、効果的なマッチング
に努めました。

市
民
協
働
部
・

く
ら
し
支
援
課

54
障害者就労支援強
化事業

○障害のある人の就労の促進を図るた
め、障害福祉サービス事業所及び就労
を希望する障害のある人などへの支援
を行います。
○市内の就労移行支援事業所及び就
労継続支援事業所への専門的スキル
研修、就労先企業の開拓、就労環境整
備の助言など、またこれらの事業所を利
用し、就労した障害のある人への就労
定着支援を行います。

①就労支援強
化事業登録事
業者数
②就労支援強
化事業におけ
る一般就労移
行者数

①47事業
所

②22人

①20事業
所

②12人

障害福祉サービス事業所の活性化
が進むとともに、障害者の福祉的
就労から一般就労が促進されまし
た。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

55
障害者職場体験実
習

○一般就労を希望する障害のある人な
どに就労体験の場として市役所などを
提供することにより、障害のある人の就
労促進における先導的役割を果たすと
ともに、障害のある人の就労へ円滑な
移行を促進します。
○実習生の受け入れ可能と回答のあっ
た職場で障害のある人が業務を体験（1
か月以内）する場を提供します。

①実習職場数
②実習人数

①17か所
②32人

①25か所
②34人

一般就労を希望する障害者等が
市役所等で就労を体験することに
より、障害者の一般就労が促進さ
れるとともに、職員が障害者と共に
働くことで、職員の障害者理解が
進みました。
これまで受入のなかった部局のうち
3部局で新規受入がありました。
まだ受入をしていない5部（課）のう
ち3部（課）で新規受入がありまし
た。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度
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56
知的障害者就労支
援事務

○市で雇用されている知的障害のある
人が、再生紙回収、連絡便配達、印
刷、事務補助などの業務に円滑に従事
できるように、就労支援を行います。

従事業務件数 200件 142件

依頼件数は安定していますが、そ
れが障害者就労への認知や理解
の安定とはなっておらず、前任者
の業務を踏襲し依頼してくることが
多いです。

総
務
部
・
行
政
総
務
課

57 就労移行支援

○一般企業などでの就労を希望する人
に、一定期間、就労に必要な知識や能
力の向上のために、必要な訓練を行う
ことにより障害のある人の自立生活を支
援します。
○一般企業などへの移行に向けて、事
業所内や企業における作業や実習、適
性にあった職場探し、就労後の職場定
着のための支援などを行います。

延べ利用人数 － 1,577人

一般企業等での就労を希望する人
に、一定期間、就労に必要な知識
及び能力の向上のために、必要な
訓練を行うことにより障害者の自立
生活を支援しました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

58 採用試験事務

○障害のある人の雇用率2.5％以上を
維持します。
◇平成23年(2011年) 2.68％→平成29
年(2017年) 2.5％以上
※障害者法定雇用率算定方法の改正
（除外職員の縮小など）や、精神障害の
ある人の雇用義務化の影響を考慮する
必要があります。
・身体障害のある人を対象とした職員採
用選考試験を実施します。
・知的障害のある人を非常勤職員として
雇用します。また、行政総務室におい
て、職員の日々の業務のフォローと庁
内における職域開発を実施します。
・精神障害のある人の障害特性に配慮
した就労形態などについて調査研究を
行い、精神障害のある人の就労の仕組
みづくりに取り組みます。

障害者雇用率 2.5％以上 2.30%

市長部局における障害者雇用率
は2.3％です。
身体障害のある人を対象とした職
員採用選考試験を実施し、1名を
採用しました。また、身体障害のあ
る人を対象とした一般職非常勤職
員採用試験を実施しましたが、採
用には至りませんでした。（試験実
施はＨ27年度、採用はＨ28年度）
知的障害のある人の非常勤雇用に
ついては、7名を引き続き雇用して
います。
精神障害のある人の雇用について
は調査研究を継続しています。

総
務
部
・
人
事
課

59
総合評価入札関連
事務

○予定価格の制限の範囲内の価格を
もって申し込みをした者のうち研修体制
や履行体制などの「技術的評価項目」
及び「公共性（施策反映）評価項目」を
総合的に勘案し、市にとって最も有利な
条件で申し込みをした者と契約を締結
することにより、女性や障害のある人な
どの雇用機会の確保、環境への配慮や
男女共同参画社会の実現など市の施
策の実現を図ります。
○清掃警備業務委託の受注業者を決
定するにあたり、価格のみによる競争入
札方式による決定ではなく、女性や障
害のある人などの雇用についての評価
項目と価格とを総合的に勘案したうえで
業者決定を行い、女性や障害のある人
などの雇用機会の確保を行います。

契約件数 2件 7件

予定価格の制限の範囲内の価格
をもって申し込みをした者のうち研
修体制や履行体制などの「技術的
評価項目」及び「公共性（施策反
映）評価項目」を総合的に勘案し、
市にとって最も有利な条件で申し
込みをした者と契約を締結すること
により、女性や障害のある人などの
雇用機会の確保、環境への配慮や
男女共同参画社会の実現など市
の施策の実現を図りました。
清掃警備業務委託の受注業者を
決定するにあたり、価格のみによる
競争入札方式による決定ではな
く、女性や障害のある人などの雇
用についての評価項目と価格とを
総合的に勘案したうえで業者決定
を行い、女性や障害のある人など
の雇用機会の確保を行いました。

総
務
部
・
契
約
検
査
課

60
障害者優先調達推
進法に基づく調達
指針の策定と運用

○障害福祉サービス事業所等の障害
者就労施設で就労する障害のある人や
在宅で就業する障害のある人の経済面
での自立を進めます。
○障害者就労施設の提供する物品・
サービスを本市において優先的に調達
することを進めます。

①障害者就労
施設等から市
が調達した物
品の額
②障害者就労
施設等から市
が調達した役
務の額

現水準以
上

①3,823
千円

②53,551
千円

（千円未満
四捨五入）

障害者施設等からの物品及び役
務の調達を推進することにより、障
害者施設等で働く障害者の経済基
盤の安定につなげることができまし
た。
障害者就労施設による見本市につ
いてはNo.63にある「授産製品等
あっせん販売」の際、参加希望の
事業所が行いました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課
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平成27
年度

実績 評　価 担当課

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

61 就労継続支援

○一般企業などでの就労が困難な人に
働く場を提供するとともに、知識や能力
の向上のために必要な訓練を行うこと
により障害のある人の自立生活を支援
します。
○通常の事業所に雇用されることが困
難な障害のある人に就労の機会を提供
するとともに、生産活動、その他の活動
の機会の提供を通じて、その知識・能
力の向上のために必要な訓練、その他
の厚生労働省令で定める便宜を供与し
ます。

延べ利用人数 － 6,569人

一般企業等での就労が困難な人
に働く場を提供するとともに、知識
及び能力の向上のために必要な
訓練を行うことにより障害者の自立
生活を支援しました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

62
｢なかまの店｣運営補
助事業

○民間の障害福祉サービス事業所が、
豊中駅の公共スペースで授産製品を展
示する「なかまの店」の運営を支援しま
す。
○「なかまの店」運営委員会に、豊中駅
の公共スペースを無償貸与（光熱水費・
共益費は自己負担）します。
※「なかまの店」は、障害福祉サービス
事業所の活動や授産製品、そこでのボ
ランティア活動を広く市民に知っていた
だくために、民間の障害福祉サービス
事業所が協力しあう取り組みで、豊中市
社会福祉協議会が事務局となり、趣旨
に賛同する市内の障害福祉サービス事
業所が参加できるものです。

参加団体数 23施設 24施設

前年度に引き続き豊中駅の公共ス
ペースで授産製品を展示する「な
かまの店」の運営を支援し、事業所
間のネットワークづくりを図るととも
に、福祉作業所及び授産製品につ
いての市民の理解を広げました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

63
授産製品等あっせ
ん販売

○民間の障害福祉サービス事業所の
活動と授産製品について、市職員の理
解と利用を広げます。
○職員厚生会と協力して、民間の障害
福祉サービス事業所の活動と授産製品
を市職員に紹介し、購入希望者のとりま
とめを行います。

売上高 － 312,910円

授産製品への職員の理解を広げる
ために、職員厚生会授産製品斡旋
販売において新商品のリスト作成
や第一庁舎地下売店横にて商品
の展示を行いました。昨年度比で
は89.6％でしたが、一昨年度比で
は166.8％と高い実績を残しまし
た。それにより、障害者施設等で働
く障害者の経済基盤の安定につな
げることができました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

（３）社会参加

平成27
年度

実績 評　価 担当課

64
障害者外出支援
サービス事業

○一般の交通手段を利用することが困
難な障害のある人の移動を支援し､福
祉の増進を図ります。
○対象者のうち希望する人をあらかじめ
登録し、市内や隣接市への移動を自動
車で支援します。

利用回数 － 2,271回

予算内で対応可能な範囲で利用
者の要望に応じ、箕面支援学校通
学者に限り、別に月3回利用の特
別的取扱いを追加することで、移
動を支援しました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

65 行動援護

○行動上著しい困難を有する障害のあ
る人などの外出の機会を確保します。
○対象となる障害のある人などが行動
する時に、危険を回避するために必要
な援護、外出時における移動中の介
護、排せつ及び食事などの介護を行い
ます。

延べ利用人数 － 97人

行動上著しい艱難を有する常時介
護を要する人が行動する時に、危
険を回避するために必要な支援、
外出支援を行いました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標
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平成27
年度

実績 評　価 担当課

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

66 同行援護

○視覚障害により移動に著しい困難を
有する障害のある人などが外出する時
に、障害のある人などに同行し、移動に
必要な情報を提供するとともに、移動の
援護その他、障害のある人などが外出
する際の必要な援助を行います。

延べ利用者数 － 2,025人

視覚障害により、移動に著しい困
難を有する障害者等について同行
援護を行うことにより社会参加等に
ついて必要な支援を行いました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

67 移動支援

○社会生活上必要不可欠な外出及び
余暇活動などの社会参加のための外
出の際の移動を支援し、障害のある人
などの地域における自立生活及び社会
参加を促進します。

延べ利用人数 － 11,064人
障害者にガイドヘルパーを派遣
し、自立と社会参加を促進しまし
た。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

68
奉仕員養成研修事
業

○障害のある人の社会参加・日常生活
支援を目的としたボランティア団体など
の支援者を養成し、障害のある人の福
祉の向上を図ります。
・手話・点字・要約筆記・音訳などのボラ
ンティア養成講習会の実施、及びボラ
ンティア団体の活動支援

受講者数/年 90人 68人

奉仕員養成講習会では、基礎の講
習として、地域で障害者に出会っ
たとき対応していける技術・態度・
知識を身につける機会となりまし
た。またボランティア団体の活動を
支援し、障害者の社会参加・日常
生活支援ができるようサポートしま
した。
大阪府・指定都市・中核市と共同し
てより専門性の高い手話通訳者等
の養成・盲ろう者通訳・介助者の派
遣・養成を行いました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

69
手話通訳・要約筆
記奉仕員派遣

○聴覚障害のある人などの社会参加を
支援するため、手話技術などを修得し
た手話通訳・要約筆記奉仕員を派遣
し、聴覚障害のある人などの家庭生活・
社会生活におけるコミュニケーションを
円滑に行います。
・事前登録した聴覚障害のある人など
からの申し込みにより手話通訳・要約筆
記奉仕員を派遣します。
○緊急時の支援をするため、手話技術
などを修得した通訳者を消防本部との
連携により、医療機関に派遣し、医師な
どとの意思疎通を円滑に行います。
・緊急時派遣は、事前に登録した人が
消防本部に救急車依頼をした場合、病
院に通訳者を派遣します。

①派遣奉仕員
登録数
②派遣延べ回
数（緊急時派
遣含む）

①48人
②520回

①42人
②425回

手話通訳・要約筆記奉仕員等を派
遣することで、聴覚障害者等の社
会参加、自立支援を促進しました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

70
歩行訓練及び手話
通訳

○視覚障害のある人に歩行訓練及び
日常生活訓練を行うことにより、自立支
援・社会参加の促進を図ります。
・訓練は週2回以内、3時間単位、期間6
か月以内。
○手話通訳者を設置し、聴覚障害のあ
る人とのコミュニケーションを円滑に行
います。
・福祉センター事業全般における通訳、
生活などの総合相談の通訳・相談。

①手話通訳・
相談回数
②歩行訓練延
べ回数

①500回
②230回

①467回
②218回

視覚障害者の歩行訓練・生活訓練
相談は、自立支援・社会参加のた
め年々利用希望が増加してきまし
た。一度訓練していても都市開発
工事などで周辺環境の変化が著し
いので、歩行訓練・生活訓練を実
施しました。
聴覚障害者等のための手話通訳・
生活相談も、相談・コミュニケーショ
ン支援として地域生活支援事業の
必須事業となっており、障害者の
自立支援・社会参加のため必要不
可欠で、多岐にわたる相談がありま
した。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

71
自動車免許取得助
成

○自動車運転免許の取得に要する費
用の一部を助成することにより、障害の
ある人の社会参加を促進します。
・自動車運転免許の取得に直接要した
費用の2/3以内を助成します（限度額10
万円）。

利用件数 5件 4件

免許取得により、日常生活の利便
や、就労等の社会活動への参加促
進が図られ、福祉の増進につなが
りました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

72 自動車改造助成

○自動車の改造に要する費用の一部
を助成することにより、障害のある人の
社会参加を促進します。
・自動車の改造に直接要した費用を助
成します（限度額10万円）。

利用件数 10件 6件

改造助成により、日常生活の利便
や、就労等の社会活動への参加促
進が図られ、福祉の増進につなが
りました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課
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　平成27年度
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73
豊中市役所自動車
駐車場使用料割引

○障害のある人の社会参加の促進のた
め、身体障害者手帳、療育手帳、精神
障害者保健福祉手帳の交付を受けて
いる人、その他市長がこれらの人に準
ずると認められる人が運転または同乗し
ている自動車を駐車させる時に使用料
の割引を行います。

障害者手帳に
よる減免件数

- -

平成26年度下期より、豊中市役所
駐車場は、直営ではなくタイムズが
運営していますので、使用料条例
を廃止しました。
タイムズが運営していますので、件
数は不明です。

資
産
活
用
部
・

資
産
管
理
課

74 ひまわり施設運営

○障害のある人の文化と教養の向上、
自立と社会参加の促進のための便宜を
総合的に供与することにより、障害のあ
る人の福祉の増進に資するため各種事
業、送迎事業、福祉バス事業、相談事
業を行います。この事業の一つとして、
「センターの施設の利用に供すること」
を行います。
・来館者などの館内利用案内、貸室利
用・一般入浴・福祉バス利用などの受
付業務
・リフト付ワゴンできめ細かな送迎業務
・市内外への障害者団体のための福祉
バスの運行（片道70㎞以内）
・障害のある人からの総合相談業務

貸室件数 2,200件 2,069件

貸室件数は平成26年度より少し
減っている点は、定例で使用して
いた団体の利用が減ったことによる
ところがありますが、新たな団体の
部屋利用が増えてきています。
きめ細かな送迎で活動への参加が
あり、市内外へ活動に出かける団
体も増加傾向にあり、障害者の社
会参加・自立支援を促進しました。
療育支援・機能訓練・歩行訓練な
どから総合相談につないでいく取り
組みも増えつつあります。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

75 講座

○在宅の障害のある人が「障害」を受け
止め、エンパワメントできるよう支援する
機会とし、さまざまな情報提供を行い、
自立支援・社会参加を促進します。
・書道、ダンベル体操、パソコンなどの
各種講座を開催します。年間5か月間2
回の講座と1か月間（1人10時間）2回の
パソコン講習会などを実施します。

①参加延べ人
数
②実施延べ回
数

①5,220人
②450回

①3,938人
②449回

障害者に自立支援・社会参加のた
め種々の講座を提供し、参加者間
の交流を深める中で、個々が目標
や生きがいを見出す機会となりまし
た。相談窓口や機能回復訓練利用
者の講座申し込みなど、連携によ
る参加者が増加しました。試行とし
て、土曜日1日講座を開催しまし
た。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

76
障害福祉センター
検討部会

○障害福祉センターの事業内容の充
実と円滑な運営を実施するため、必要
な事項を協議します。

出席者数 － 3回

各障害者団体、学識経験者等に
障害福祉センター事業について意
見を聞くことで、事業内容の充実・
検討に活かしました。平成27年度
は、センターの今後のありかたにつ
いて議論を深め、検討しました。年
3回開催。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

77
障害者青年教室補
助事業

○障害のある青年の文化教養の向上と
生活に必要な知識、技術の習得を図り
ます。

開設教室延べ
参加者数

6,500人
助成団体
数=13施設
（25講座）

障害のある青年の文化教養の向上
と生活に必要な知識、技術の習得
に貢献しました。
※H27年度から、障害者青年教室
を開催する障害者施設等に対する
補助金交付事業に変更していま
す。

教
育
委
員
会
事
務
局
・

生
涯
学
習
課

78
障害者団体支援事
業

○団体・障害のニーズに応じた事業を
実施することにより、自立と社会参加の
促進を図ります。また、事務局事務を支
援することで、活動の便宜を図り団体の
育成を図ります。
・市内在住の身体障害者手帳を有する
人、知的障害のある人、肢体不自由児
者、障害のある人の親・保護者により組
織された各団体会員とします。
・事務所は、障害福祉センターひまわり
に置きます。

団体数 4団体 4団体

団体・障害のニーズに応じた事業
を実施することにより、自立と社会
参加の促進を図ることができまし
た。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

‐43‐



平成27
年度

実績 評　価 担当課

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標
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№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

79
公民館登録グルー
プ支援

○市民の生涯学習活動を推進するた
め、自主的・継続的に社会教育活動を
行う小グループを支援します。
・中央、蛍池、庄内、千里の各公民館で
実施。

地域でボラン
ディア活動を
した登録グ
ループ数

100グルー
プ

75グルー
プ

公民館登録グループの活動の場
や学習成果の発表の機会を提供
することができました。

教
育
委
員
会
・

中
央
公
民
館

80 分館活動支援

○文化祭、体育祭などの行事や公民分
館活動を通して、地域のすべての人を
対象に生涯学習、文化活動、仲間づく
りの場としての公民分館活動を支援しま
す。

①事業実施回
数
②事業参加者
数

①20,000
回

②700,000
人

①18,936
回

②728,974
回

各公民分館において、体育祭・文
化祭などの行事や人権学習講座・
春秋講座等が実施されることによ
り、市民にとって身近な地域に根ざ
した生涯学習の場、地域住民の交
流の場が広がりました。

教
育
委
員
会
・

中
央
公
民
館

81
アクア文化ホール自
主文化事業

○文化芸術の鑑賞・参加・創造の場の
提供並びに文化芸術を担う人材育成を
図ります。
・自主公演の入場料につき、障害者手
帳または優待利用証の提示により割
引。

障害者の来場
人数

－ 22人

障害のある方に、低料金で文化芸
術に触れる機会を作ることが出来
ました。

難聴の方の来館者のために、「ア
シストホーン」を導入し舞台をさらに
楽しんでいただけるように配慮しま
した。

都
市
活
力
部
・

文
化
芸
術
課

82
スポーツに親しめる
環境の整備

○障害のある子どもが保護者とともに遊
具を利用した遊びをとおして、健康の増
進と体力の向上を図ります。
・千里・庄内・豊島体育館で8回実施。
・トランポリン、マット、跳び箱、平均台、
バランスボールなどを使用し、遊びを通
じて身体を動かします。

障害児チャレ
ンジスポーツ
利用者数

- 152人

障害のある子どもたちと保護者とと
もに、トランポリンやダンス等遊びを
とおして、のびのび身体を動かせる
場の提供ができ、参加者も少し増
やすことができました。

都
市
活
力
部
・

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

83 体育施設運営管理

○障害のある人の社会参加の促進のた
め、体育施設の個人利用料につき、障
害者手帳または優待利用証の提示によ
り障害者料金の適用（本人、介助者）を
行います。また、駐車料金の免除を行
います。

利用者数 - 18,383人
障害のある人が体育施設を利用す
る際に、障害者料金の適用を行うこ
とで利用促進ができました。

都
市
活
力
部
・

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

84
図書館活動・すべて
の人への資料提供
事業

○豊中市立図書館は、すべての市民に
知る自由を保障することにより、民主主
義や市民自治の発展に寄与し、教育・
文化・情報・社会参加の機関として、そ
の任務を果たすことを使命とし、地域の
知の拠点としての役割を果たすため
に、図書館活動を行います。
・赤ちゃんから高齢者まであらゆる利用
者に対し、個人及び地域での活動にお
ける課題の解決から教養まで、幅広く役
立つ資料・情報提供を行います。
・図書館利用が不便な地域や施設に対
しては、動く図書館・図書室や団体貸出
サービスを通じて資料提供を行います。
・子育ち・子育て支援サービス、学校図
書館支援サービス、ＹＡ（ヤングアダル
ト）サービス、「暮らしの課題解決」支援
サービス、障害者サービスなどを通じ、
市民の情報リテラシーを支えます。

録音・点字図
書の貸出冊数

1,000冊 959冊

すべての市民に知る自由を保障
し、「地域の知の拠点」としての役
割を果たすために、マルチメディア
デイジーの貸出サービスの準備を
行うとともに、対面朗読や点訳・音
訳資料の提供、宅配などの障害者
サービスを実施しました。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
読
書
振
興
課
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85
図書館を拠点とした
地域・市民との協働
事業

○地域社会の課題を共有し、「協働と
パートナーシップに基づくまちづくり」に
取り組む観点から、図書館に求められる
役割を追求し、地域社会の課題解決と
向上をめざします。
・地域情報を図書館に集め、市民と協
働し、さまざまな事業に取り組みます。
○地域の文化創造に積極的に参画し、
コミュニティを活性化するため、市民と
協働し、さまざまな事業に取り組みま
す。
・子ども読書活動推進、しょうないＲＥ
Ｋ、北摂アーカイブスなどの各事業を行
うとともに、音点訳ボランティア、千里文
化センター市民運営会議、地域教育協
議会などとも連携し事業に取り組みま
す。

各種団体、地
域の活動団
体・グループ
との共催・協
力事業実施回
数

760回 613回

資料の点訳・音訳、対面朗読等の
サービスや資料・情報の提供など
について、市民や他部局との協
働・連携によって、実施できました。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
読
書
振
興
課

86
選挙権行使に対す
る支援

○選挙権行使に対する支援を行いま
す。
・点字投票、代理投票、郵便などによる
不在者投票・代理記載制度、投票所の
設備（車いす用の記載台、スロープな
ど）、候補者情報（点字版・朗読テープ）
の入手など。

車いす利用者
用投票記載台
設置状況

100% 100%
全ての投票所（66か所）に設置しま
した。

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

87 市議会傍聴の支援

○市議会本会議の代表質問・個人質問
において、希望者に対して手話通訳、
要約筆記（ノートテイク）を行います（事
前連絡が必要）。

- - -
本年度は希望者はいませんでし
た。

市
議
会

事
務
局

安心して暮らせる地域生活
（１）保健・医療

平成27
年度

実績 評　価 担当課

88
自立支援医療（更
生医療）

○身体障害のある人に対し、障害の軽
減や機能回復を目的とした医療処置を
実施し、障害のある人の更生を促進さ
せ、治療を公費助成することにより経済
的負担の軽減を図ります。
・障害程度を軽くしたり、残された機能
を回復させることを目的として指定医療
機関で手術を受ける場合、必要な医療
費を補助します。

延べ利用件数 4,600件 3,781件

手術などの医療を受けることによ
り、身体そのものの機能障害が改
善・軽減され、日常生活や職業生
活に適合することができるとともに、
経済的負担が軽減されました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

89
自立支援医療（育
成医療）

○身体に障害のある児童の福祉の向
上を図るため、その費用全部または一
部を負担することによって、早期治療に
よる障害の除去ないし軽減を図り、生活
能力を得ることを目的とします。
・18歳未満の児童が指定医療機関で治
療を受けることにより、入院・通院にかか
る医療費の一部を公費負担します。

延べ利用件数 450件 311件

入院・通院にかかる医療費の一部
を公費負担することにより、早期治
療が図られるとともに、患者家族の
経済的・精神的負担の軽減が図ら
れました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

90
自立支援医療（精
神通院）の受付

○指定医療機関での通院による精神疾
病の治療に対し、治療費の一部を大阪
府が公費負担するもので、市で申請を
受け付けています。

受給者数 6,900人 6,591件

通院にかかる医療費の一部を公費
負担することにより、継続的治療が
図られるとともに、経済的負担の軽
減が図られました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度
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91
障害者医療費助成
事業

○65歳未満の重度の身体障害のある
人及び知的障害のある人を対象に医療
費の一部を助成し、対象者の健康の保
持及び福祉の増進を図ります。
・各種医療保険の自己負担額から一部
自己負担額を除く医療費を助成しま
す。

助成額 -
379,001,0

00円

身体障害者及び知的障害者を対
象に医療費の一部を助成し、対象
者の健康の保持及び福祉の増進
を図りました。

健
康
福
祉
部
・

保
険
給
付
課

92
保険給付事業（精
神・結核医療給付
金）

○国民健康保険被保険者の疾病など
に関して必要な給付を行い、健康の保
持及び増進を図ります。
○障害者総合支援法に規定する精神
通院医療など国保条例に規定する医
療を受けたときの自己負担金を助成し
ます。

精神・結核医
療給付金

-
60,074,00

0
円

被保険者の疾病、負傷、出産又は
死亡に関して必要な給付を行いま
した。

健
康
福
祉
部
・

保
険
給
付
課

93
老人医療費助成事
業

○65歳以上の重度の身体障害のある
人及び知的障害のある人などを対象に
医療費の一部を助成し、対象者の健康
の保持及び福祉の増進を図ります。
・各種医療保険の自己負担金から一部
自己負担金を除く医療費を助成しま
す。

助成額 -
552,851,0

00円

老人を対象に医療費の一部を助
成し、老人の健康保持及び福祉の
増進を図りました。

健
康
福
祉
部
・

保
険
給
付
課

94
訪問看護基本利用
料助成事業

○重度の身体障害のある人及び知的
障害のある人で、居宅において療養が
必要な人が、指定訪問看護を受けた場
合に負担すべき基本利用料の一部を
助成し在宅医療の推進と福祉の増進を
図ります。

助成額 -
7,664,000

円

身体障害者及び知的障害者で居
宅において療養が必要な対象者
に対して、在宅医療の推進と福祉
の増進を図りました。

健
康
福
祉
部
・

保
険
給
付
課

95
障害者（児）歯科診
療事業

○一般医院で治療が困難な障害のある
人への歯科診療の受診環境を整備し、
保健・医療分野における障害のある人
に対する支援の充実を図ります。
・（一財）豊中市医療保健センターに事
業委託し、市立庄内保健センターにお
いて一般医院で治療が困難な障害の
ある人の歯科診療を行います。（毎週水
曜日14時から16時。祝日、夏期（8月14
日・15日）、年末年始期間除く）

受診者数 800人 718人

一般の歯科医院で治療が困難な
障害のある人への歯科診療を実施
し、対象者の歯科保健に寄与しま
した。

健
康
福
祉
部
・
保
健
所
・

健
康
増
進
課

96 精神保健福祉相談

○精神疾患の予防や精神障害のある
人の早期治療の促進、必要な治療の継
続、社会復帰及び自立と社会経済活動
への参加の促進を図ります。
・こころの健康相談や診療を受けるにあ
たっての相談などについて、精神保健
福祉士、保健師、精神科医、心理職な
どが、所内・外の面接、電話、家庭訪問
などで応じます。

相談延件数 － 4,468件

市民からだけでなく関係機関から
の相談やリファーが増えています。
また、出前講座や講演会を通じて
個別相談につながるケースもありま
す。

健
康
福
祉
部
・
保
健
所
・

保
健
予
防
課

97 精神保健福祉講座

○各種精神疾患の初期症状や前兆に
気づき、早期に適切な対処ができるよう
知識の普及を図ります。
・こころの健康づくりや各種精神障害な
どに関する講座などを開催し、疾病の
理解や治療、対処方法などについて正
しい知識の普及を行います。

受講者数 2,500人 1,569人

精神保健問題にかかる各種講座の
他、疾病予防・早期発見のための
市民講演会や出前講座等での正
しい知識の普及に努めました。

健
康
福
祉
部
・
保
健
所
・

保
健
予
防
課
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98 難病事業

○難病患者・家族が地域で安心して療
養しながら生活できるよう支援し、患者
及び家族の生活の質の維持・向上を図
ります。
・難病患者及び家族への療養相談の実
施や、講演会の開催、関係機関との連
携により在宅療養生活の支援を行いま
す。

相談延件数 4,000人 4,526人

難病法の施行により対象疾患の拡
大と対象患者数が増加しましたが、
業務体制の整備や関係機関との
連携により円滑に業務を実施する
ことができました。

健
康
福
祉
部
・
保
健

所
・
保
健
予
防
課

99 ＨＩＶ抗原抗体検査

○ＨＩＶ等感染者を早期に発見し、二次
感染を防止するとともに、感染者の診療
を早期に開始することを目的とします。
○プライバシーに配慮し、無料匿名の
血液検査、検査前後の相談面接を行い
ます。検査の結果、陽性とわかった人に
は医療機関の紹介も行います。

受験者数 400人 266人

昨年までの通常検査から、当日に
結果がわかる即日検査に変更しま
した。
受検者数が増加しました。

健
康
福
祉
部
・
保
健

所
・
保
健
予
防
課

100 健康相談事業

○エイズや性感染症などの予防・症状・
感染・治療について、医師・保健師が相
談を受けます。相談者が正しい知識を
持ち、不安の軽減を図るために面接・
電話にて相談を受けます。

相談者数 － 807人
相談日を設定せず、開所時に相談
に応じました。
相談対応数が増加しました。

健
康
福
祉
部
・
保
健

所
・
保
健
予
防
課

101
エイズ予防対策事
業

○エイズについての正しい知識の普及
啓発を行います。
・６月１日～７日：ＨＩＶ検査普及週間
・12月１日：世界エイズデー
・学校で性感染症予防教育を実施する
うえでの相談・支援。

イベント開催
回数

－
7回

3,963人

検査普及週間・世界エイズデーの
際は、第２庁舎・保健所ロビーにて
パネル展示を行いました。また、千
里中央駅で街頭啓発も行いまし
た。豊中ローズ球場で行われたプ
ロ野球2軍戦開催時、成人の集い
に啓発グッズを配布しました。小中
学校では母子保健と連携し、健康
教育を実施しました。

健
康
福
祉
部
・
保
健
所
・

保
健
予
防
課

102 機能回復訓練

○身体機能が低下していて医療終了
後も継続して機能訓練の必要な障害の
ある人に対し、社会適応機能訓練を行
うとともに、介護者を含めて家庭で継続
して行える訓練方法の指導、相談を行
い、日常生活動作の維持・向上をめざ
します。
・社会適応訓練、介護者を含めて家庭
で継続して行える訓練方法の指導、相
談を行います。
・1回40分。理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士が行います。

①利用人数
②利用延べ回
数

①25人
②300回

①23人
②478回

身体機能が低下している状態か
ら、社会適応機能訓練を実施し、
介護者も含めて家庭で継続して行
える訓練方法の指導および相談を
行い、日常生活動作の維持・向上
を促進しました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

（２）情報提供・相談支援・権利擁護

平成27
年度

実績 評　価 担当課

103 窓口受付事務

○各手当や福祉サービスの受付を行う
とともに､必要に応じて相談支援につな
げ､サービスの適正・円滑な実施に努め
ます。
○身体障害者手帳、療育手帳及び精
神障害者保健福祉手帳の申請や手
当、障害福祉サービスの受付や相談支
援を行い、利用者の福祉の向上を図り
ます。また、大阪府障害者スポーツ大会
及び施設使用減免の受付も行います。

窓口受付件数 25,000件 25,354件

各種手帳の申請や手当、障害福
祉サービスの受付や相談支援を行
い、利用者の福祉の向上を図りま
した。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度
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平成27
年度

実績 評　価 担当課

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

104 身体障害者手帳

○平成24年(2012年)4月から、身体に障
害のある人に対して、その人の状態に
応じた障害等級を認定し、身体障害者
手帳を交付します。また、診断書料を支
給することにより、申請者の経済的負担
を軽減し、福祉の増進を図ります（市民
税非課税世帯に限ります）。

身体障害者手
帳所持者数

16,600人 14,235人

手帳を取得することにより､障害福
祉サービスをはじめ､医療費や補
装具・日常生活用具費等の必要と
なる費用の軽減などの援護が受け
られ､福祉の増進に寄与しました｡

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

105
精神障害者保健福
祉手帳

○平成24年(2012年)4月から、精神障
害のある人に対して、その人の状態に
応じた障害等級を認定し、精神障害者
保健福祉手帳を交付します。

精神障害保健
福祉手帳交付
件数

3,600人 3,242人

手帳を取得することにより､障害福
祉サービスをはじめ､必要な援護が
受けられ､福祉の増進に寄与しまし
た｡

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

106 療育手帳の受付
○療育手帳の申請を受け付け、大阪府
に進達し、手帳の交付などを行います。

療育手帳所持
者数

2,900人 2,875人

手帳を取得することにより､障害福
祉サービスをはじめ､交通費等の割
引他必要となる費用の軽減などの
援護が受けられ､福祉の増進に寄
与しました｡

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

107
「障害者福祉の手引
き」の発行

○障害のある人が利用できる各種制度
と相談窓口や社会資源についてまとめ
た冊子を発行します。内容を充実させる
とともに、情報に変更があれば迅速に
反映し、わかりやすく伝えます。
・障害のある人が利用できる各種制度と
その相談窓口をわかりやすく案内し、そ
の他活用可能な社会資源を紹介する
冊子。障害のある人が気軽に手に取る
ことができ、なおかつ新しい情報を迅速
に反映することをめざします。

- - -

平成27年度版「障害者福祉の手引
き」を発行しました。
併せて点字版の改訂および音声
版の発行をしました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

市ホームページを
活用した情報提供

○市ホームページを障害の有無にかか
わらず、閲覧しやすいものとします。ま
た、障害のある人が市施設にアクセスし
やすい環境を整えます。
・障害福祉にかかる情報を充実させま
す。また、市施設などのバリアフリー情
報を市ホームページに掲載します。

- - -

市ホームページにおいて、「ふくし
ねっと　とよなか」と障害福祉課の
情報で漏れ・ダブりがないよう整理
を行いました。
下記のとおり、市のホームページが
使いやすいページになっている
か、障害のある当事者による評価
を実施しました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

市ホームページを
活用した情報提供

○市ホームページを障害の有無にかか
わらず、閲覧しやすいものとします。ま
た、障害のある人が市施設にアクセスし
やすい環境を整えます。

- - -

外部の専門事業者の協力を得て、
市公式ホームページの全ページを
高齢者や障害者を含む誰もが使い
やすいページになっているか機械
的に確認するとともに、更新された
ページの確認や障害のある人によ
る評価を実施しました。

政
策
企
画
部
・
広
報

広
聴
課

109
点字・声の広報等発
行事業

○文字による情報入手が困難な障害の
ある人のために、点訳・音訳その他障
害のある人にわかりやすい方法により、
行政情報・地域生活をするうえで必要
な情報を定期的に発行します。
・点字・声の広報「とよなか」の作成
・点字・声（音訳）の図書の作成
・点字・声の図書の選定
・その他、行政情報・生活情報の点訳・
音訳化

①点字・声の
広報発行数
②点字・声の
図書発行数

①120部
②55タイト

ル

①118部
②55タイト

ル

点字・声の（音訳）広報及び図書の
発行は、視覚障害者の自立支援・
社会参加のための情報保障として
必要不可欠なものであり、利用者
にとって重要なものとして活用され
ました。
声の（音訳）図書・広報の記録媒体
への変更を順次実施して、今後使
用可能な記録媒体の定着を図りま
した。新たな媒体の開拓は至りませ
んでした。継続して取り組みます。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

108
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平成27
年度

実績 評　価 担当課

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

110
（仮称）市発信情報
バリアフリー化ガイド
ラインの策定

○障害のある人が市の発信する情報を
入手しやすい環境を整備します。
○市の発信する情報（講座なども含む）
が、障害の有無にかかわらず、あらゆる
市民がアクセスしやすいものとするため
に配慮すべきポイントについてまとめた
ガイドラインを策定します。

市発信情報バ
リアフリー化ガ
イドラインの策
定

市発信情
報バリアフ
リー化ガイ
ドラインの

策定

未策定

引き続き、目の不自由な人が触る
だけで市からのものだと分かるよ
う、各課で印刷発注する市の封筒
に市章を刻印してもらうよう周知し
ました。
バリアフリー化ガイドライン策定に
向け、他市事例を調査しました。
市ホームページについてはNo.108
のとおり。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

111 相談支援事業

○知的障害者相談支援：知的障害のあ
る人が安心して地域生活を送れるよう生
活協力員（生活アシスタント）が本人の
生活を見守り、相談相手となりながら必
要な支援を行います。（社福）豊中親和
会に委託。平成26年度から委託相談事
業所の拡充に吸収されました。
○精神障害者相談支援事業：精神障
害のある人が安心して地域生活を送れ
るよう本人の生活を見守り、相談相手と
なりながら必要な支援を行います。（社
福）みとい福祉会に委託。平成26年度
から委託相談事業所の拡充に吸収され
ました。
○豊中市障害相談支援ネットワークえ
ん（豊中市障害福祉課含む27機関で構
成）

延べ相談支援
機関数

30機関 26機関

相談支援事業所の数が増加してい
る中、ネットワークの構築と、相談支
援専門員のスキルアップに取り組
みました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

112
サービス等利用計
画作成

○障害のある人などの自立した生活を
支え、障害のある人などの抱える課題
の解決や適切なサービス利用に向けて
ケアマネジメントによりきめ細かく支援し
ます。
○「サービス利用支援」として支給決定
または変更の前にサービス等利用計画
案を作成し、支給決定または変更後に
「継続サービス利用支援」としてサービ
ス事業者などとの連絡調整、モニタリン
グなどを行います。

延べ利用人数 4,097人 3,193人

対象者に対し、生活全般の相談や
情報提供、サービス利用計画の作
成、サービス担当者会議の開催、
サービス事業者との連絡調整、モ
ニタリング等を行いました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

113 地域相談支援

○施設や病院に長期入所などしていた
障害のある人の地域移行支援及び地
域定着支援を進めます。
○施設や病院に長期入所などしていた
人が地域での生活に移行するための住
居の確保や新生活の準備などについて
の「地域移行支援」、地域生活移行した
人など居宅で一人暮らししている人に
ついての夜間なども含む緊急時におけ
る連絡、相談などのサポートといった
「地域定着支援」を行います。

延べ利用人数 － 56人

地域移行支援及び地域定着支援
により、施設や病院に長期で入所
等していた障害者が円滑に地域生
活へ移行し、定着を図れました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

114 障害者相談員事業

○身体障害者相談員、知的障害者相
談員、精神障害者相談員がそれぞれの
立場に立って、各手帳の取得や障害の
ある人の身近な問題についていろいろ
な相談に応じたり、必要な支援を行いま
す。

相談件数 150件 48件

相談員が行政機関等と連携し、迅
速かつ効率的な相談活動を行うこ
とにより、障害者施策がよりきめ細
かく行き渡りました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

115 相談事業

○障害のある人やその家族の悩みや相
談に対し、福祉・教育・療育・就労・地域
生活などの分野で、本人のライフステー
ジをふまえ総合的な相談や助言・情報
提供を行います。

相談件数 3,700件 3,619件
療育支援・機能訓練・生活相談等
各障害者特性に応じた多岐にわた
る相談に対応しました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課
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平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

116 精神保健福祉相談

○こころの健康や統合失調症、うつ病、
アルコール依存症などの精神疾患、ひ
きこもり、発達障害、認知症、自殺予防
などについて、保健医療福祉の広範に
わたる相談を受け付けています。
○精神保健福祉士、保健師、精神科医
などが、所内・外の面接、電話、家庭訪
問などで、本人・家族・支援者などから
の相談に応じ、医療や福祉など各種社
会資源に関する情報提供や、関係機関
への紹介、ケースワークなどを行いま
す。

相談延件数 － 4,468件

市民からだけでなく関係機関から
の相談やリファーが増えています。
また、出前講座や講演会を通じて
個別相談につながるケースもありま
す。

健
康
福
祉
部
・
保
健
所
・

保
健
予
防
課

117
聴覚障害者福祉指
導員の設置

○障害福祉課において、聴覚障害のあ
る人に関する各種の福祉相談・生活相
談を行い、必要に応じて訪問による支
援・情報提供を行います。

設置人数 － 1人

各種手当、日常生活用具等の申
請や、生活相談を行い、必要に応
じて訪問による支援を行い、聴覚
障害者の福祉の向上に努めまし
た。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

118
保健・福祉・子育て
サービス「話して安
心，困りごと相談」

○相談先がわからない場合や複雑多様
な福祉課題を抱えた市民の相談に対し
て、各専門相談窓口をはじめ、総合受
付や市民相談との連携を強化し、適切
な窓口の案内や利用者本位のサービス
につなげることを目的とします。
・健康福祉サービス苦情調整委員会窓
口に愛称「保健・福祉・子育てサービス
『話して安心，困りごと相談』」を付加し、
相談先がわからない場合などに適切に
対応する健康福祉分野における総合相
談を行います。

相談件数 － 154件

平成27年度も引き続き、福祉サー
ビス相談のワンストップ窓口として
機能しました。様々な連絡窓口と連
携を図り、迅速かつ適切に対応し、
当窓口では問題解決に至らない事
案については所管部署へつなぎま
した。

健
康
福
祉
部
・
地
域
福
祉
課

119
障害者虐待防止対
策支援

○障害のある人への虐待を防止し、権
利を擁護するため障害者虐待防止セン
ターを設置します。
・平成23年(2011年)6月成立、平成24年
(2012年)10月に施行の障害者虐待防
止法で市町村に設置が求められた障害
者虐待防止センターを設置し、相談や
通報の受付、啓発活動を行う拠点としま
す。

相談件数 30件 39件

地域における関係機関等の協力
体制を図り、障害者虐待の未然防
止、早期発見、迅速な対応やその
後の適切な支援を行うことができま
した。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

120 成年後見

○判断能力が不十分な人に代わって、
市長が法定後見等開始審判の申立を
行うことにより福祉の増進を図ります。
・対象者に対し審査を行い、市長が申
立を行うのかどうかを判断し、申立手続
きを行います。

市長申立件数 8件 4件
市長申立案件について、審議・検
討しました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

121
豊中市成年後見等
審判請求申立審査
会

○判断能力が不十分な認知症高齢
者、知的障害のある人、精神障害のあ
る人の保護、支援することを目的としま
す。
・成年後見制度において判断能力が不
十分な認知症高齢者、知的障害のある
人、精神障害のある人に対して行う市
長申立について、申立の可否や申立の
種類などを検討します。

申立件数 － 12件
市長申立案件について、審議・検
討しました。

健
康
福
祉
部
・
地
域
福
祉
課
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　平成27年度
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122 市民後見人事業

○急速な高齢化や障害のある人の地
域移行が進むなか、福祉サービスに対
するニーズが増加し、親族後見や専門
職による成年後見の活動だけで対応し
ていくことは困難な状況です。こうした
課題に対応していくには、市民の立場
から権利擁護に参画できる仕組みを構
築し、地域に定着させていく必要があり
ます。
○本市で「市民後見人」の養成に着手
し、その活動を支える仕組みづくりに取
り組み、持続可能な地域福祉のセーフ
ティネットの構築を目的とします。
・市民後見人の養成、受任調整、市民
後見人登録者へのサポートを行いま
す。

登録者数 30人 24人

平成27年度は新たに7名が市民後
見人バンクに登録されました。ま
た、平成28年4月1日現在、2名の
方が受任し活動されています。

健
康
福
祉
部
・
地
域
福
祉
課

123
健康福祉サービス
苦情調整委員会

○健康福祉サービスの苦情調整を行う
ことにより、サービス利用者の権利擁護
とサービス提供事業者の質の向上を図
ります。
○健康福祉サービスの利用者などから
サービス提供に関する苦情について公
正かつ中立的な立場で解決を図りま
す。
○複雑な相談内容に対応できるよう、よ
りいっそう総合的かつ横断的な苦情・相
談体制の構築を図ります。また、窓口に
愛称「話して安心，困りごと相談」を付加
し、相談しやすい環境づくりをするととも
に、窓口の周知啓発に取り組みます。

苦情相談件数 50件 46件
利用者の権利擁護、利用者本位の
サービス選択、利用者支援に貢献
しています。

健
康
福
祉
部
・
地
域
福
祉
課

（３）福祉サービス

平成27
年度

実績 評　価 担当課

124 居宅介護

○身体障害のある人、知的障害のある
人、精神障害のある人の家庭にヘル
パーを派遣し、在宅生活を支援するとと
もに自立と社会参加を促進します。
・居宅において、入浴、排せつ、食事な
どの介護、調理、洗濯、掃除などの家
事、生活などに関する相談、助言、その
他の生活全般にわたる援助を行いま
す。

延べ利用人数 － 15,902人

障害者の家庭にヘルパーを派遣
することで在宅生活を支援するとと
もに自立と社会参加を促進しまし
た。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

125 重度訪問介護

○重度の肢体不自由者で常に介護を
必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、
食事の介護、調理、洗濯、掃除などの
家事、生活などに関する相談、助言、そ
の他の生活全般にわたる援助、外出時
における移動支援などを総合的に行い
ます。

実利用人数 － 511人

重度の肢体不自由者その他の障
害者で常に介護を必要とする人
に、自宅で入浴、排泄、食事の介
護、外出時における移動支援等を
総合的に行いました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

126
障害者ホームヘル
プサービス利用者
支援措置事業

○介護保険制度の訪問介護などの利
用にあたり、障害者施策によりホームヘ
ルプサービスを利用していた低所得の
障害のある人などの利用者負担につい
て軽減措置を講じることによりサービス
の継続的な利用の促進を図ります。

件数 1件 0件

障害者施策によるホームヘルプ
サービスを利用していた低所得者
に対し、負担軽減を行うことによっ
て、継続してサービスを利用できる
よう支援する体制を整えました。平
成27年度は対象者はおられません
でした。

健
康
福
祉
部
・

高
齢
者
支
援
課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度
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平成27
年度

実績 評　価 担当課

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

127 ヘルパー研修
○障害に関する知識・技術や障害特性
などを習得するヘルパー研修を行いま
す。

講座受講人数 － 0人
平成25年度から障害者居宅介護・
移動支援事業者連絡会（№178）で
の取り組みに統合しました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

128
訪問入浴サービス
事業

○家庭のみでは入浴が困難な重度障
害のある人に対し、必要な設備などを
提供し、保健衛生の向上と福祉の増進
を図ります。
・重度身体障害のある人の居宅を訪問
し、浴槽を提供して入浴の介護を行い
ます。

延べ利用回数 － 1,144回

家庭のみでは入浴が困難な重度
障害者に対し、必要な設備等を提
供し、保健衛生の向上と福祉の増
進を図りました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

129
施設入浴サービス
事業

○家族のみでは入浴が困難な重度障
害のある人に対し、必要な設備などを
提供し、保健衛生の向上と福祉の増進
を図ります。
・入浴設備での入浴の介護を行いま
す。

利用回数 1,100件 869回

家族のみでは入浴困難な重度障
害者に対し、必要な設備等を提供
し、保健衛生の向上と福祉の増進
を図りました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

130
在宅給食サービス
事業

○食事づくりが困難な在宅の障害のあ
る人に対して、栄養バランスの取れた食
事を定期的に提供し、健康維持や疾病
予防を図るとともに、配食時に安否確認
を実施し、地域で安心して暮らせるよう
食の自立を支援します。
・食事づくりが困難な在宅の障害のある
人に対して栄養バランスの取れた食事
を定期的に提供するとともに、安否確認
も兼ねて対象者の居宅を訪問し、食事
を手渡します。

給付決定人数 － 35人

食事作りが困難な在宅の障害者に
対して栄養バランスの取れた食事
を定期的に提供するとともに、安否
確認も兼ねて対象者の居宅を訪問
し、食事を提供しました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

131 生活介護

○常に介護を必要とする人に、昼間、
入浴、排せつ、食事の介護などを行うと
ともに、創作的活動、生産活動の機会
を提供します。

延べ利用人数 － 12,205人

常に介護を必要とする人に、昼間、
入浴・排せつ・食事の介護等を行う
とともに、創作的活動又は生産活
動の機会を提供することができまし
た。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

132 療養介護

○医療と常時介護を必要とする人に、
医療機関で機能訓練、療養上の管理、
看護、介護、日常生活上の世話を行
い、利用者の福祉の増進を図ります。
・医療機関への長期入院による医学的
管理のもとに、食事や入浴、排せつなど
の介護や日常生活上の相談支援など
を行います。

実利用人数 － 50人

医療と常時介護を必要とする人
に、医療機関で機能訓練、療養上
の管理、看護、介護及び日常生活
上の世話を行うことにより福祉及び
医療の増進を図ることができまし
た。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

133 自立訓練

○地域生活を希望する人が、自立した
日常生活、社会生活を送ることができる
よう支援します。
・障害のある人の身体機能、生活能力
の向上のために必要な訓練その他の便
宜を行います。

延べ利用人数 － 439人

一定期間、身体機能又は生活能
力の向上のために必要な訓練を行
うことにより自立した日常生活又は
社会生活ができるようになりました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課
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数値目標

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

134 短期入所

○障害のある人が居宅において介護を
受けることが一時的に困難となった場合
に、施設に短期間の入所をさせ、障害
のある人やその家族の福祉の向上を図
ります。
・障害者支援施設やその他の施設で、
短期間、入浴、排せつ、食事などの介
護や日常生活上の支援を行います。

延べ利用人数 － 2,707人

障害者が居宅において介護を受け
ることが一時的に困難となった場合
に、短期入所することにより、障害
者及びその家族の福祉の向上を
図りました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

135
ひまわり短期入所事
業

○障害のある人が居宅において介護を
受けることが一時的に困難になった場
合に、障害福祉センターひまわりにて短
期間の入所を受け入れることにより、障
害のある人やその家族の福祉の向上を
図ります。
・障害福祉センターひまわりにて、短期
間、入浴、排せつ、食事などの介護や
日常生活上の支援を行います。

①障害者利用
人数
②障害児利用
人数

－ 平成26年度末で事業廃止

136
短期入所緊急利用
事業

○身体障害のある人、知的障害のある
人、精神障害のある人が居宅において
介護を受けることが一時的に困難となっ
た場合に、短期入所することにより、障
害のある人やその家族の福祉の向上を
図ります。
・自立支援給付の短期入所とは別に、
本市が民間事業所の空床を１床確保
し、家族の急な疾病などの緊急時の利
用に対応します。

延べ利用人数 － 113人

障害者が居宅において介護を受け
ることが一時的に困難となった場合
に、短期入所することにより、障害
者及びその家族の福祉の向上を
図ることができました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

137
要医療的ケア短期
入所

○障害のある人で、居宅において常時
の医療的ケアを必要とする人が、介護
を行う人の疾病、その他の理由により、
家庭において介護を受けることができな
い時に、一時的に施設に入所すること
により、障害のある人やその介護者など
の生活支援と社会参加を増進します。

実施医療機関
数

1か所 平成26年度末で事業廃止

138 日中一時支援

○障害のある人などの日中における活
動の場、障害のある人などの家族の就
労支援、障害のある人などを日常的に
介護している家族の一時的な休息を確
保します。
・日中、障害のある人などに活動の場を
提供し、見守り、社会に適応するための
日常的な訓練を行います。

延べ利用人数 － 748人

障害者等の日中における活動の場
を確保し、障害者等の家族の就労
支援及び障害者等を日常的に介
護している家族の一時的な休息を
図ります。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

139
ひまわり日中一時支
援事業

○障害福祉センターひまわりにおいて、
障害のある人などの日中における活動
の場、障害のある人などの家族の就労
支援、障害のある人などを日常的に介
護している家族の一時的な休息を確保
します。
・障害福祉センターひまわりにおいて、
日中、障害のある人などに活動の場を
提供し、見守り、社会に適応するための
日常的な訓練を行います。

①障害者利用
人数
②障害児利用
人数

－ 平成26年度末で事業廃止
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140
地域活動支援セン
ター事業

○障害者生活支援については、在宅の
障害のある人に対し在宅福祉サービス
の利用援助、社会参加の活用や社会
生活力を高めるための支援、ピアカウン
セリング、介護相談、情報の提供を総合
的に行うことにより障害のある人やその
家族の地域における生活を支援し、在
宅の障害のある人の自立と社会参加の
促進を図ります。
○地域活動支援センター事業について
は、地域で生活する障害のある人の日
常生活の支援、日常的な相談への対応
や地域交流活動などを行うことにより障
害のある人の社会復帰と自立、社会参
加を図ります。

①相談支援型
延べ利用回数
②活動支援型
延べ利用回数

①17,561
回

②240回

①10,549回
②229回

在宅障害者の自立と社会参加の
促進、地域で生活する障害者の日
常生活の支援、日常的な相談への
対応や地域交流活動等を行うこと
により、障害者の社会復帰、自立と
社会参加を図ることができました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

141 みのり園施設運営

○みのり園の利用者に安全・快適な日
中活動の場を提供します。
・社会生活に必要な日常生活の支援
と、行動障害のある人に対してはその人
の障害特性に応じた支援を行います。
また、社会経験を豊かにするため、体
育、音楽療法、お茶、陶芸、手織りや園
芸などの活動を行います。

月平均利用者
数

48人 48人

利用者に、社会生活に必要な日常
生活の支援と、社会経験を豊かに
するため、体育やミュージックセラ
ピーなどの活動を行いました。
また、行動障害のある人には、その
特性に応じた支援を行いました。
市立みのり園について、最適な管
理運営形態の検討を利用者等の
意見を聞くなどして行い、障害者施
策推進協議会、市議会での審議を
経て、民営化とすることとしました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

142
たちばな園施設運
営

○たちばな園の利用者に安全・快適な
日中活動の場を提供します。
・個別支援計画を作成し、それに基づ
いて利用者に日中活動支援、送迎バス
内での支援、看護師による日常的な健
康管理、医師による定期的な健康管理
を提供します。また、必要に応じて家族
との連絡・相談支援を行います。

月平均利用者
数

23人 19.2人

個別支援計画を作成し、それに基
づいて利用者に安心かつ安全な
身体介護、医療的ケア、送迎など
の支援、看護師による日常的な健
康管理、医師による定期的な健康
管理が提供できました。また、必要
に応じて支援機関等と連携し相談
支援等を行いました。
市立たちばな園について、最適な
管理運営形態の検討を利用者等
の意見を聞くなどして行い、障害者
施策推進協議会、市議会での審議
を経て、指定管理者制度導入する
こととしました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

143 みずほ園施設運営

○みずほ園の利用者に安全・快適な日
中活動の場を提供します。
・個別支援計画に基づき、生産活動支
援、生活支援、レクリエーション及び就
労支援を行います。（平成26年度(2014
年度)末にて運営終了予定）

月平均利用者
数

－ 平成26年度末で事業廃止

144
おおぞら園施設運
営

○おおぞら園の利用者に安全・快適な
日中活動の場を提供します。
・個別支援計画を作成し、それに基づき
日中活動支援を行います。また、日常
的な健康管理、必要に応じて家族との
連絡・相談支援を行います。（平成26年
度(2014年度)末にて運営終了予定）

月平均利用者
数

－ 平成26年度末で事業廃止

145 補装具

○身体障害のある人に対して補装具を
交付及び修理することにより、身体障害
のある人の身体上の障害を補います。
・交付申請を受け、補装具費用などを
支給します。

交付及び修理
件数

1,020件 825件
障害者（児）が補装具の支給を受
けて、活動や行動範囲が広がり社
会参加につながりました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課
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146 日常生活用具

○在宅の障害のある人や難病患者など
に対し、それぞれの障害に応じて日常
生活を容易にするため、蓄便袋や蓄尿
袋、特殊寝台などの日常生活用具の給
付（一部貸与）を行うことにより、日常生
活の便宜を図ります。

①日常生活用
具給付件数
②小児慢性特
定疾患日常生
活用具給付件
数

①9,500件
②5件

①8,517件
②5件

日常生活用具を給付等することに
より、在宅障害者等の日常生活の
便宜が図られました。
「紙おむつ」の支給については、こ
れまで先天性による疾患や脳性麻
痺などに限っていましたが、高次脳
機能障害やパーキンソン病など中
途障害で排尿・排便機能障害のあ
る人等にも、支給対象を拡大しまし
た。「人工呼吸器用自家発電機等」
の耐用年数についても、従来の
「一回限り」から「５年」に変更しまし
た。
小児慢性特定疾病児童について
は、「人工鼻」「ストーマ装具（消化
器系・尿路系）」を種目追加しまし
た。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

147 難聴児補聴器

○身体障害者手帳の交付の対象となら
ない補聴器の購入に要する費用の一
部を補助するとともに、その検査に要し
た費用を支給します。

交付件数 4件 2件

軽度・中等度の難聴児の言語習得
や教育等における健全な発達を支
援し、福祉の向上を図りました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

148
福祉電話・ファックス
貸与

○福祉電話：身体障害のある人に対し
て､電話料金の一部を助成することで､
経済的負担の軽減とコミュニケーショ
ン、緊急連絡の手段としての電話の保
有､維持を図ります。
・難聴者や外出困難な在宅の身体障害
のある人に対して、福祉電話を貸与し、
使用料（基本料金）の負担を行います。
○ファックス：重度の聴覚障害のある人
にファックスを貸与し、市と聴覚障害の
ある人との意思疎通を図るとともに、情
報の収集、緊急時の相互連絡など社会
生活におけるコミュニケーションの円滑
化を図ります。

①福祉電話貸
与台数
②ファックス貸
与台数

①55台
②12台

①33台
②11台

〇福祉電話：福祉電話を貸与する
ことでにより通信手段を確保し、安
心できる生活環境の整備を図りまし
た。
〇ファックス：市と聴覚障害者との
通信手段を確保し、聴覚障害者が
安定して生活できる環境の整備に
寄与しました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

149 施設入所支援

○施設入所者の福祉の増進を図りま
す。
・夜間に介護が必要な人、通所が困難
な自立訓練、就労移行支援の利用者に
対し、夜間における入浴、排せつなどの
介護や日常生活上の相談支援などを
行います。（自立訓練、就労移行支援
の利用者は利用期間が設定されま
す。）

実利用人数 214人 217人
地域生活を営むのが困難な障害
者に対して福祉の増進を図りまし
た。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

150
障害者福祉施設整
備補助

○社会福祉法人などが整備する施設
整備に要する費用の一部を補助するこ
とにより、施設利用者などの福祉の向上
を図ります。
・社会福祉施設の整備にかかる事前協
議に基づき、市として審査を行い、国に
対して協議を行います。
・原則として、国庫負担が2分の1、中核
市負担が4分の1、事業所負担が4分の
1です。

助成施設数 1施設 0施設

・国庫補助金協議を厚生労働省と
行い、みずほ園おおぞら園跡地施
設の補助金内示後、工事に着手し
ましたが、事故繰越により完成は平
成28年度にずれ込みました。
・平成28年度補助協議のグループ
ホーム整備について企画コンペを
実施し、事業者を選定し、補助協
議の手続を行いました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

151 共同生活援助

○地域での生活を望む障害のある人に
対し、夜間や休日、共同生活を行う住
居で、相談や日常生活上の援助などを
行うことにより、障害のある人の自立生
活を支援します。

実利用人数 297人 245人

地域での生活を望む障害者に対
し、夜間や休日、共同生活を行う住
居で、相談や日常生活上の援助等
を行うことにより、障害者の自立生
活を支援しました。
豊中市障害者グループホーム整備
方針を、豊中市グループホーム事
業者連絡会への意見聴取、関係
課への照会と意見交換を経て、豊
中市障害者施策推進協議会で審
議しました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課
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152 共同生活介護

○地域での生活を望む障害のある人に
対し、夜間や休日、共同生活を行う住
居で入浴、排せつ、食事の介護などを
行うことにより障害のある人の自立生活
を支援します。

実利用人数 － 0人
平成26年度末で共同生活援助へ
一元化され、事業終了。

153
グループホーム開
設助成

○市内にグループホームを開設しようと
する事業者に対し、利用定員や対象経
費ごとに定めた補助基本額（備品購入
費、改修工事費など）を助成することに
より、グループホームの設置を促し、障
害のある人の地域移行の促進を図りま
す。

開設助成によ
る増加床数

15床 20床

補助要綱を平成27年4月に変更し
た結果、4施設の開設助成申込が
あり、結果20床分の定員増となりま
した。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

154
高額障害福祉サー
ビス

○同一世帯に障害福祉サービス利用
者が複数いる場合などに、世帯の負担
を軽減する観点から、償還払い方式に
より世帯における利用者負担を世帯の
負担月額負担上限額まで軽減を図りま
す。

実利用人数 － 19人
利用者負担を基準額まで軽減を図
ることにより、福祉の増進を図りまし
た。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

155 福祉手当

○重度の障害のある人を経済的に支援
するため、特別児童扶養手当などの支
給に関する法律などに基づき、重度の
在宅の障害のある人に支給します。

①特別障害者
手当受給者数
②障害児福祉
手当受給者数
③経過的福祉
手当受給者数
④特別児童扶
養手当受給者
数

①545人
②220人
③23人
④624人

①526人
②214人
③21人
④599人

手当を給付することにより、就労が
困難な障害者や障害児の保護者
にとって、生活安定の一助となりま
した。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

156 外国人障害福祉金

○障害基礎年金などを受けることのでき
ない重度の心身障害のある人に対し、
在日外国人障害者福祉金を支給し、福
祉の増進を図ります。
・国民年金制度の改正が行われた昭和
57年(1982年)１月１日以前に20歳に達
していた外国人で障害基礎年金などを
受けることのできない重度の心身障害
のある人に対し、在日外国人障害者福
祉金を支給します。

受給者数 3人 3人
在日外国人障害者の経済的な保
障に貢献しました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

157
特定障害者特別給
付費

○指定障害者支援施設など、また共同
生活住居における食事の提供に要した
費用、居住に要した費用について、特
定障害者特別給付費を支給します。
・低所得者にかかる施設などにおける
食費や居住に要する費用について特
定障害者特別給付費を支給し、利用者
の負担を軽減します。

①給付件数
（入所）
②給付件数
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

－
①221件
②290件

①低所得者に係る施設等における
食費や居住に要する費用（食費・
光熱水費）について特定障害者特
別給付費を支給し、負担軽減を行
いました。
②グループホームの家賃補助助成
を行うことにより、障害者は生活困
窮者が多数という現状から入所施
設、精神科病院等からの地域移行
及び地域定着について経済的支
援を進めました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

158
在宅重度障害者介
護料支給事業

○在宅の重度障害のある人にかかる介
護料を支給することによって在宅生活
の維持を図ります。
・生活保護の適用を受けている重度障
害のある人が在宅で他人の介護を要す
る場合に月額13,000円を支給します。

対象世帯 5世帯 3世帯

在宅重度障害者にかかる介護料を
支給することによって施設生活に
移行することなく在宅生活の維持
が図れています。

健
康
福
祉
部
・

福
祉
事
務
所

159
介護給付費等支給
審査会

○障害程度区分の審査判定業務を行う
とともに、意見を聞き、支給要否を決定
します。
・委員数は25名以内。5合議体。

①審査会開催
回数
②審査判定件
数

①72回
②1,437件

①70回
②1,290件

障害支援区分の審査判定及び介
護給付費等の支給について意見
を求めることにより、適正な支給決
定に基づく障害福祉サービスを提
供することができました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課
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160 介護保険料の減免

○身体障害者手帳1～4級、療育手帳
Ａ・Ｂ1、精神障害者保健福祉手帳1・2
級、難病患者に対し、介護保険料の減
免を行い（所得制限あり）、経済的負担
の軽減を図ります。

減免者数 - 1,998人

身体障害者手帳1～4級、療育手
帳Ａ・Ｂ1、精神障害者保健福祉手
帳1・2級、難病患者に対し、介護保
険料の減免を行い（所得制限あ
り）、経済的負担の軽減を図りまし
た。

健
康
福
祉
部
・

保
険
資
格
課

161 国民年金事業

○すべての国民を対象に老齢、障害、
死亡に関して必要な給付を行い、健全
な国民生活の維持・向上に寄与するこ
とを目的とします。
・国民年金加入・喪失・住所変更・氏名
変更・請求の受付のほか、年金相談業
務を行います。

①相談件数
②請求者件数

①35,070
件

②3,049件

①29,974
件

②3,470件

国民年金法および政令等の定め
に基づき、法定受託事務を適正に
執行し、国民年金制度の目的を達
成するために必要な役割を果たし
ました。

市
民
協
働
部
・
市
民
課

162
国民健康保険料の
減免

○身体障害者手帳1～4級、療育手帳
Ａ・Ｂ1、精神障害者保健福祉手帳1・2
級、難病患者に対し、国民健康保険料
の減免を行い（所得制限あり）、経済的
負担の軽減を図ります。

減免者数 - 3,697人

身体障害者手帳1～4級、療育手
帳Ａ・Ｂ1、精神障害者保健福祉手
帳1・2級、難病患者に対し、国民健
康保険料の減免を行い（所得制限
あり）、経済的負担の軽減を図りま
した。

健
康
福
祉
部
・

保
険
資
格
課

163 事業所指定
○障害福祉サービスの提供を行う事業
所などの指定（更新を含む）を行いま
す。

事業所数 605か所 541か所
事業所の指定を適切に行うことによ
り、事業所の適正な運営を図りまし
た。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

164 事業所指導・監査
○指定障害福祉サービス事業所などの
指導・監査を通じて、サービス提供の内
容を確認します。

実地指導等実
施事業所数

120事業所 108事業所

指定障害福祉サービス事業所の実
地指導・監査を通じて、事業所の
体質強化を図り、利用者本位の
サービス提供体制の安定確保に努
めました。

健
康
福
祉
部
・

福
祉
指
導
監
査
課

（４）生活環境

平成27
年度

実績 評　価 担当課

165
バリアフリー化の推
進

○バリアフリー化事業の円滑な事業進
捗を図るため実施します。
・市のバリアフリー化全般について市民
の意見を聞き、また交通など他の事業
者の事業についての状況把握と協議を
行うため、「豊中市バリアフリー推進協
議会」を運営します。
・だれもが安全で利用しやすい施設設
置をするため、事業者の希望により障
害のある人のチェックを受け、その意見
を参考として工事を実施することを目的
とした豊中市独自のチェックシステムの
運営を図ります。

バリアフリー推
進協議会開催
回数

5回 1回

バリアフリー推進協議会を通じて行
政機関、交通事業者、障害者団体
の代表の方と市民の代表の方と市
のバリアフリー化について情報共
有しました。

都
市
基
盤
部
・
道
路
建
設
課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度
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166
住居地区バリアフ
リー整備

○市全域のバリアフリー化を図るため、
住居地区のバリアフリー整備を進め、だ
れもが安全で便利に移動できるようにし
ます。
・生活道路などのバリアフリー整備を計
画的かつ効果的に実施するため、地区
単位で市民意見を反映しながら計画、
設計、工事を順次進めます。
・5～6小学校区単位で地区を設定し、
平成32年度(2020年度)までに市全域の
事業を完了する予定です。

整備地区数 8地区 1地区

・「中豊島・豊島・北条・寺内・緑地
小学校区住居地区バリアフリー事
業計画」に基づき工事を実施しまし
た。
・「東豊中・東泉丘・泉丘・熊野田・
桜塚・南桜塚小学校区住居地区バ
リアフリー事業計画」に基づき設計
を実施しました。
・「小曽根・高川・野田・豊南小学校
区」の住居地区バリアフリー事業計
画を策定しました。

都
市
基
盤
部
・
道
路
建
設
課

167 安全安心対策事業

○既に整備された都市公園などの総合
的な機能保全・向上を目的とした、子ど
もや高齢者をはじめ、だれもが安全で
安心して利用できる既設都市公園など
の整備を推進します。
・既存の都市公園などにおける都市公
園移動等円滑化基準への適合整備（バ
リアフリー化）と、老朽化した公園施設
の改築・更新を実施します。

園路広場のバ
リアフリー化率

76%
4％（累計

63％）

6か所の公園において、都市公園
における公園移動等円滑化基準
への適合整備（バリアフリー化）と
施設の改築・更新を実施しました。

環
境
部
・

公
園
み
ど
り
推
進
課

168 歩道改良整備

○歩道の「狭い」、「勾配がきつい」、「段
差・凹凸がある」などの問題に対処し、
安全で快適な歩行空間を形成します。
・「歩道改良実施計画（改訂版）」に基
づき、市内の主要な道路において計画
的、効果的に歩道改良整備を実施しま
す。

整備延長
6,327

メートル
1,045

メートル

下記の路線の歩道を改良し、安全
で、快適な歩行空間を形成しまし
た。
・服部天神駅利倉東線
・東豊中線
・平塚熊野田線
・緑丘上野坂線
・阪急西側南線
・長興寺大溝線

都
市
基
盤
部
・
道
路
建
設
課

169
ノンステップバス導
入の推進

○だれもが安全で便利に移動できる、ノ
ンステップバスの導入を促進し、バス移
動の利便性向上や利用促進を図りま
す。

導入率 - 57.0%

バス事業者と協同し、市内を走行
するバス車両のうち、新たに購入す
る車両をノンステップバスとし、利便
性向上および利用促進を図りまし
た。

都
市
基
盤
部
・

交
通
政
策
課

170
介護保険住宅改修
費支給

○介護が必要な状態になったときに、
自宅で自立した生活ができるよう住宅
環境を整えます。
・介護認定を受けている方が、手すりの
取り付けや段差解消などの住宅改修を
行う際に、事前申請によって利用額（限
度額20万円）の9割を支給します。

①介護予防住
宅改修費

②居宅介護住
宅改修費

－

①
63,022,00

0
円
②

92,163,00
0
円

被保険者の要介護状態又は要
支援状態に関し必要な保険給
付を行いました。

健
康
福
祉
部
・

保
険
給
付
課

171 住宅改造助成

○身体障害のある人の自立と福祉の増
進を図るため、日常生活の基盤となる
住宅の改造を促進し、生活の利便性を
図ります。
・便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、
居室などの改造に要する経費の助成を
行います。

助成件数 24件 6件

障害者が生活しやすい住宅にな
り、障害者自身の自立や家族の介
護負担軽減、生活の利便性向上に
貢献しました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

172 市営住宅施設管理

○安心・安全な居住空間を維持するた
め、市営住宅施設のうち、適切な維持
管理、居住性が低下した住宅の改修や
補修、ユニバーサルデザインやバリアフ
リー化の推進などを図ります。

－ － －

市営住宅施設の適切な維持管理、
居住性が低下した住宅の改修や
補修により、ユニバーサルデザイン
やバリアフリー化の推進を図りまし
た。

都
市
計
画
推
進
部
・

住
宅
課
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173
シルバーハウジング
生活援助員派遣事
業

○障害のある人が自立して安全かつ快
適な生活を営むことができるよう、在宅
支援サービスが整った住居を提供しま
す。
○シルバーハウジング（高齢者向け公
営住宅）に居住する障害のある人に対
し､生活援助員などによるサービスを提
供します。
・生活援助員をシルバーハウジングに
派遣し、安否の確認、生活相談、生活
関連情報の提供を行います。
・緊急の場合、入居者が緊急通報装置
のボタンを押せば、生活援助員が受信
し、応急の対応や関係機関への連絡な
どを行います。生活援助員が不在時及
び夜間は、警備会社が受信し関係機関
へ連絡します（24時間体制）。

世帯数 38世帯 35世帯

在宅支援サービスが整った住居を
提供することで、障害者が自立して
安全かつ快適な生活を営む環境を
整備しました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

計画の推進体制と進行管理

平成27
年度

実績 評　価 担当課

174
障害者長期計画・
障害福祉計画の策
定と進行管理

○多分野にわたる障害のある人のため
の施策を総合的かつ計画的に進めま
す。
・障害者基本法などに基づき、長期計
画（本市における障害のある人のため
の施策に関する基本的な計画）及び障
害福祉計画（障害福祉サービスの必要
量の見込みと確保の方策、計画的な
サービス基盤の整備、地域生活支援事
業の実施等に関する事項を定める計
画）の策定と進行管理を行います。

計画策定に向
けたアンケー
トで「ライフス
タイルに応じ
た生活ができ
る」を選択した
障害のある市
民の割合

55% －

豊中市第四次障害者長期計画に
ついて、26年度の実績及びその事
業の課題、平成27年度の取り組み
予定について明記し、より具体的な
内容で進行管理をしました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

175
障害者施策推進協
議会

○豊中市における障害のある人に関す
る施策の総合的かつ計画的な推進に
ついて、市民や関係機関・団体の代表
などの相互の連絡調整を図るとともに、
必要な事項を調査審議し、障害者福祉
の向上を図ります。

開催回数 － 4回

豊中市における障害者に関する施
策の総合的かつ計画的な推進に
ついて、関係行政機関相互の連絡
調整を図るとともに、必要な事項を
調査審議することにより、障害者の
福祉の向上を図りました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

176
障害者施策推進連
絡会議

○障害者長期計画に関し本市における
連絡調整を図り、同計画を統合的かつ
効果的に実施する庁内体制を整えま
す。
・健康福祉部長を本部長とし事業に関
わる部長を本部員とする連絡会議と、関
係課長から成る幹事会、関係課実務担
当者から成る実務担当者会議にて、連
絡調整を図ります。

開催回数 － 4回

障害者長期計画の平成26年度実
施状況の公表及び「障害者差別解
消法」の施行に向け「障害者差別
を解消するための豊中市職員対応
要領」の策定について、障害者施
策推進本部にて情報把握及び検
討を行いました。

健
康
福
祉
部
・

障
害
福
祉
課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度
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平成27
年度

実績 評　価 担当課

平成29年度
（計画

最終年度）
数値目標

　平成27年度

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

177
障害者自立支援協
議会

○障害のある人の地域生活に関係する
機関などが、定期的な協議と相互連携
により、地域における相談支援事業を
はじめとする障害のある人の地域生活
支援システムの整備を図ります。
・地域における障害福祉関係者による
連携及び支援の体制に関する協議検
討を行うための会議として、障害者自立
支援協議会を設置し、相談支援事業を
はじめとする障害のある人の地域生活
支援システムの整備を図ります。

本体会議開催
回数

－ 4回

地域における障害福祉関係者によ
る連携及び支援の体制に関する協
議検討を行うための会議として、障
害者自立支援協議会を設置し、相
談支援事業をはじめとする障害者
の地域生活支援システムを整備
し、障害者の福祉の向上を図りまし
た。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

178
事業所連絡会設置
／運営

事業所間の連携や情報交換などを行う
ネットワークづくりを目的とし、研修やグ
ループワークを行います。

①障害者居宅
介護・移動支
援事業者連絡
会実施回数
②障害児者日
中活動事業者
連絡会実施回
数
③障害者ケア
ホーム・グ
ループホーム
事業者連絡会
④相談支援
ネットワークえ
ん

－

①3回
②3回
③6回
④12回

研修やグループワークを通じて、相
互の連携を促進するとともにサービ
スの質の向上を図ることができまし
た。また、各連絡会であがった課題
等を協議し、自立支援協議会に報
告・提案することができました。

健
康
福
祉
部
・
障
害
福
祉
課
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